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;;研究ノート;:

「中欧」の理念とドイツ・ナショナリズム(2・完)
一一フリードリヒ・ナウマン『中欧論Jの研究一一

板橋拓己
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「中欧」の理念とドイツ・ナショナリズム (2・完)

第二節反響の諸相

( a) ドイツ帝国内

(b)オーストリア・ドイツ人

(c)ハンガリー(マジャール人)

(d)チェコ人

(e)ポーランド人

第三節小括

おわりに

(c)統合の手法

(以上、本号)

前述のようにナウマンは、「中欧Jが「本質的共同体Jとなることを目指し

た。しかし他方で、彼は統合の「完壁な設計図jを作成することには否定的で

ある (S.519f.J。その代わり、彼が出発点として着目したのは、経済領域、就

中備蓄経済とシンジケートによって補完された関税同盟である。そして、それ

に基づいて、文化・言語問題には介入することなく、一種の機能主義的な方法

によって中欧を統合させていこうと考えた。

ナウマンは、独填を経済的に統ーする必要性を確認し128、その出発点として

「関税同盟 (Zollverband)J r関税共同体 (Zollgemeinschaft)Jを選択する。こ
れには「歴史的な理由がある」。関税同盟というテーマは、「既にかなり苦から

議論されてきた問題jであり、「前世紀の遺産jとなっているからであった129

128独填で関税同盟を結ぶことを想定した場合、問題は「純粋に経済的な理由

からでは、ドイツは他の経済関係を犠牲にしてオーストリア=ハンガリーを一

方的に優先することはできない」ということであったo ドイツ帝国にとって二

重君主国との貿易は従来それほど重要な位置を占めていなかった(輸出入とも

一割程度の割合)。これは輸出入とも約四割もドイツ帝国に依存している二重

君主国とは全く異なる状況である。しかしナウマンは、それでも二重君主国が

「同盟仲間であり生活仲間 (Bundes-und Lebensgenosse) Jで、あることを強調し、
独填が「一つの統一体」となるべきであると主張する。 (S.7030

129ナウマンは、フイリポヴイヒ(但Eu略ge印nvon P町hi出Iip卯pov吋ich)の Einwi附ir巾T犯schaft.声sト-
und Zol恥lルverb加a仰n吋Iぱdz抑も肺w令v叫F司町t

f依衣拠しながら、 19世紀に試みられた独填関税同盟計画を回顧する。そこで「理
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(S.699-705.)。但し、独填関税共同体を実現させるには、二重君主国が「隅に

追いやられない保証」、つまり、中間関税 (Zwischenzollen)等の保護措置が必

要であるとナウマンは考えている1300 (S.719-725.) 

さらに、将来「中欧jを政治的に統一しようとするナウマンにとっては、関

税同盟のみでは不十分であった131。そこで彼が注目したのは、戦時経済の中で

見出された食糧と原料の「備蓄経済」と「シンジケート調整jである。そして、

狭義の通商条約に加えて、「備蓄条約jと「シンジケート条約Jを独填で締結

する必要性を主張するのである132。彼の狙いは「最も困難な主要領域を中間関

税問題から解放する」ことであった。これらの条約が締結されれば、独填は「自

念の創造者Jとして彼が挙げるのは、経済学者リスト (FriedrichList)やオー

ストリア経済相プルック (KarlFreihe町 vonBruck)である。 (S.705f.)

130ナウマンは、二重君主国が農業国であり、多くの農産物をドイツ帝国に供

給しているという当時多く見られた想定を否定し、二重君主国自身が工業国と

なる可能性を指摘している。彼によると、二国の関係は f(補完的な〕男女の

関係というよりも、二人の兄弟の関係J、つまり「相互に事業に参加すること
で最もよく均質化 (ausgleich巴n) される兄弟の競争」であった (S.71O-712.J。

131大戦期のドイツ帝国では、かつてのドイツ関税同盟の再評価が流行してい

た。それは「かつて関税同盟からドイツ帝国が成長したように、オーストリア=

ハンガリーとの関税共同体によって、新しく、より大きな国家同盟を形成する

ことができるjと想定するものであった。しかし、このような考えはナウマン

にとって安易なものであった。この想定の誤りは「単なる関税同盟が持つ政治

的影響力への過大評価」にあるとされる。彼は、関税同盟国であったプロイセ

ンと南ドイツ諸邦が1866年に軍事的に対立したという歴史を想起させる。ナウ

マンが見るところ、ドイツ帝国は「統ーが関税・貿易問題にとどまらず、同時

に軍事・法・財政・営業政策も統ーされたということによってJf一つのまと
まった政治的全体 (eingeschlossenes po1itisches Ganzes) J、一つの「経済体

(Wirtschaftskりrper)Jとなったのである。 (S.706f.J

132備蓄条約の中心は「国営穀物倉庫(Staatskornh詰user)Jであり、これによっ

てハンガリー農業は保証され、「ハンガリーの穀物生産者は〔…〕中欧同盟の

食糧経済の基盤となるjとされた。一方、シンジケート条約の中心は「中欧鉄

鋼シンジケート」である。これは「オーストリア=ハンガリーの鉄鋼業に、こ

れまで関税や国家保護によって保証されてきた地位を、分配カルテル決定の形

式で保証する」ものであるoそして、「鉄の領域が共通シンジケート化の模範

となれば、この計画が全てのシンジケ}ト化しうる営業部門にも移されるjと

期待されている。 (S.725-727.J
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「中欧jの理念とドイツ・ナショナリズム(2・完)

ずと関税共同体以上のものとなるJであろう。 (S.725-727.)

以上のように、関税共同体以上のものを構築するとなると、それは必然的に

独填両国の国制 (Verfassung) に影響を与えざるをえない。ナウマンは、『中

欧論』最終章において、政治学的には最も興味深い、独填両国の国制問題と、

中欧の構築方法について論述していくのである。

まずナウマンは、「中欧jの構築には「国法についての無限の議論」が必要

であると述べる。これは「現代の民主主義と新聞の時代」の要請である。「中

欧jは、「諸侯の贈り物」ではなく「諸民族の意志 (VりIkerwi1le)Jの産物でな

ければならない。しかし、そのような試みの「最大の危険jは、「既存の諸勢

力や諸制度、官僚たちの抵抗を過小評価すること」であると彼は警告する。「中

欧」を机上で構想するのは容易であるが、それを実行するのは「現在我々の国

家を指導している者たちjであるとナウマンは認識していた。 (S.731-734.)

そこでナウマンは、漸進主義的な手法を提唱する。「重要なことは、課題を

増やすことではなく、なるべく少なくすることであるん「目標は大きくなけれ

ばならないが、目下の要求は達成できるものでなければならないJ。そして、「正

しく着手すれば、最初の一歩が自ずと更なる一歩へ導くjと主張される。

また、「主権を自ら進んで犠牲にする国家はないJということも彼は承知し

ていたから、「中欧とは、新しい国家の創出ではなく、既存の諸国家の連合

(Bund) を結束することであるJと述べ、「我々はこの連合に『上位国家

(Oberstaat) jという語を用いはするものの、それは個々の国家の脱国家化

(EntstaatIichung) を意味するのではないJと断っている。そして、中欧にお

ける「決議、責任、発展の担い手は〔…〕現在の主権国家であり続けるJとし、

さらに、「中欧jを「国家連合 (Staatenbund) と呼ぶのは、その特徴を捉えて

いるだろうが、それは決して連邦国家 (Bundesstaat) となってはならないjと

いう点を強調している。 (S.734-736.)

以上のように断った後、いわば前提条件としてナウマンは「中欧国家連合j

の管轄から除外されるべき領域を列挙する。彼によると、「中欧上位国家Jは、

宗派的な事項、学校制度、言語問題、各国の王権などに介入すべきではない1330

133ナウマンは、民主的改革(普通・平等・直接選挙など)も、中欧の管轄事

項となってはならず、各々の領域で追求すべきものと考えていた。但し、将来

的には「中欧の普通市民権 (Normalburgerrecht)が生じてくることを我々は望

む」と述べている。 (S.739.)
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(S.736-740.) 

また、「中欧は上部構造 (Uberbau)であり、新しい構造 (N印刷u)ではな

いjので、「同権的な主権国家間の諸条約に基づいてのみ」中欧は築き上げら

れるべきであり、その際、独塊問の既存の諸条約が「中欧という目的の達成に

とってかなり有益」な出発点であると考えていた。既にこれらの条約の中に「主

権を侵害することなく超国家的 (uberstaatlich) な法・行政状態を開拓するた

めに利用しうる方法が見出される」のである。それ放「このような条約が、い

まや中欧の領域内でますます多く創り出されなければならない」と主張される。

諸条約の中でも、とりわけ「共同実行委員会を必要とする条約jが重視され、

これに基づく「共同実行委員会Jが「中欧の機関(mitteleuropa山 heOrgane)J 

を形成していくとされ、共向実行が第一に着手されるべき分野として、関税共

同体と、「備蓄経済」及び「共同のシンジケート規制jが挙げられる。新しい

領域で統合を進める前に、まずはそこで「作業を開始する」ことが必要なので

ある。そして、「このような中欧委員会の第一・第二の成功」が「一つの伝統j

を創り出し、「第三・第四の作業を容易にするであろう」と彼は述べている。

さらに、「一定数のそのような中欧の委員会や上部行政(Oberverwaltungen)が

現れると、それらは中欧の中央行政 (Zentralverwaltung)のようなものを構成

するんここでナウマンは、「委員会はなるべく同じ場所に置かれるべきであるJ

と述べ、中欧の中心地としてプラハを提案している 1340 (S.740-744.) 

さて、ナウマンは、「中欧の国制問題の核心Jは「経済国家と軍事国家から
の国民国家の漸進的な分離 (dieallmahliche Sonderung der Nationalstaaten vom 

Wirtschaftsstaat und vom Militarstaat) Jにあるとしている。もし中欧に加わる「隣

国」があるとすれば、その隣国は、中欧の「軍事同盟 (Milit通rverband)Jと「経

済同盟 (Wirtschaftsverband)Jに「編入 (anschliesen)Jされるべきなのであっ

た。隣国は軍事・経済以外の領域に関しては「自己の独立性を保持すべきjな

のであって、他の領域を中欧に編入しようとすることはむしろ「余計なこと」

「有害なことjとされるo よって、「軍事向盟と経済同盟〔に関する活動領域〕

を、他の残りの国家活動から分離し、それらのみを編入可能 (angliederungsfa-

hig)にすることが〔統合の〕必要条件であるJo(S.752.) 

134他にも、海運の中心地としてはハンブルク、株式市場の中心としてはベル

リン、司法の中心地としてはウィーンを提案している。

[5] 北j去56(1・510)510
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では、その「経済同盟JI経済国家J及び「軍事同盟JI軍事国家」とはどの

ようなものであろうか。まず「経済同盟Jは「地域言語 (Landessprache)に拘

束されず、ナショナリティや宗派の多様性にも耐えうる」という利点を持つ。

そして、中欧の「経済政府 (Wirtschaftsregierung)Jは、「一方では直接的に経

済法の権限を持ち、他方ではナショナルな政府 (Nationalregierung印)に助言

するj役割を持つとされた135。但し、この「スープラナショナルな経済国家J

は「漸進的に成長するものjでなければならない。そして、漸進的に「自己の

組織 (Org初 e) と経済議会主義 (Wirtschaftsparlamentarismus)を形成していくJ

と想定される1360 (S.752f.) 

一方、中欧の「軍事同盟JI軍事国家」とは、「国民国家の国境を超え、重壕

共同体を包含するJr統一された防衛体(創ngeschlossener Verteidigungskりrper)J 
であった。将来的には「中欧軍事規約Jの締結によって、全般的な中欧の軍事

義務と、個々の国家の権限 (Son必町echten)や国家高権(Staatshoheiten) との

区別が必要とされる O このような「軍事共同体 (Heeresgemeinschaft)Jの形成

は、参加国の本来の権能を制限することになるが、「東西に挟まれた中欧諸国

の状況では、結局、互いに結合することによって強くなる以外の道は残されて

いない」のである。 (S.757-760.)

さらに、経済同盟と軍事同盟の必然的な帰結であるが、第三の分野として、

中欧の共通外交政策も要求される。ここでも「規範モデルを考え出すことはあ

まり意味がない」と確認された上で、目下の独填共同の戦争実践が一つの模範

とされる。ナウマンによると、戦争遂行過程で「国制を変更することなく、こ

こでも〔共通外交政策のための〕一つの伝統が生じているんよって、新たに

「中欧外務省jは必要とされず、要求されるのは「既存のドイツ帝国とオース

135 r経済国家Jの直接の権能に属するのは、関税、シンジケート規制、輸出組
織、特許法、資源管理などであった。商法や社会政策 (Sozialpolitik) には直

接介入しないとされている。

136民主主義的・議会主義的な立場からの憂慮に対しては、「中欧の経済委員会

は、規約と条約に則り、全ての参加国 (Lander) と営業分野の利益代表に聴取

されるJとナウマンは答え、一種の事前聴取制を提案する。その際、「従業員
と労働者」も利益代表とみなさねばならないと彼は主張する。つまり、経済委

員会に従業員組合と労働組合も参加すべきであると考えたのである。しかも「同

様のことは〔…〕消費者についても確認されるjとまで述べられる。 (S.753-

755.) 

北法56(1・509)509 [6] 
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トリア=ハンガリーのこつの外務省関における共通の課題と調整の持続」だけ

であった。 (8.763-765.)

以上、本節ではナウマンが構想した中欧の統合方法を見てきた。彼が出発点

として選択したのは備蓄経済とシンジケート形成によって補完された関税同盟

であり、それに基づいて経済的な統合を成し遂げ、そこから軍事・外交も統合

していこうと考えた。他方、宗派やナショナリティに関する問題(教会、教育、

言語など)については、「中欧jの「上位国家jは決して介入しではならない

点を強調している。彼の構想は、理論的には機能主義的な側面と連邦主義的な

側面の双方から統合を進めるものといえるかもしれない。いずれにせよ、彼の

思考の根底にあるのは、宗派やナシヨナリテイが異なっても、経済と防衛につ

いてなら一つにまとまれるであろうという確信である。彼が構想する中欧は、

経済と軍事を一つにしながら、既存の国家や自治体、様々な利益団体、宗派や

ナショナリティなどが、非常に重層的に組織されたものであった1370

彼の統合構想には様々な評価がある。例えばコンツェは r(ナウマンの構想

は〕連邦主義的に考えられた解決法であり、それは当時においては欠かすこと

のできない政治的ロジックであったjと高く評価しているし138、w'J .モム

ゼンやW'シーダーも、ナウマンの構想は「現実主義的jであったとして、一

定の評価を与えている1390 その一方で、多くの研究がナウマンの見通しを「楽

観的Jrユートピア的Jr唆味」と判断している140。また同時代においても、し

137 r国家連合 (Staatsverband)、国家 (Staaten)、下部国家 (Unt巴rstaaten)、ク
ライス、基礎自治体 (G巴meind巴n)、地理的領域 (geographischeGebiete)、民族

共同体(volkliche Gem巴inschaften)、宗教団体、経済組織、職能集団、労働組合、

理念集団、政党など、これらの権限が柔軟に編成されなければならないJo(S. 

138 Wemer Conze， Die deutsche Nation: Ergebnis der Geschichte， Gottingen， 

Vandenhoeck & Ruprecht， 1963， S.103 (木谷勤訳『ドイツ国民の歴史ー中世から

現代まで歴史の成果一』創文社、 1977年、 107-108頁). (以下 Conze，Die 

deutsche Nationと略)

139 Wolfgang J. Mommsen，“Die Mitteleuropaidee und Mitteleuropapl通neim Deutsch-

en Reich"， in ders.， Der Erste Weltkrieg: Anfangνom Ende des burgerlichen Zeitalters， 

Frankfurt a/M， Fischer， 2004， S.lllf.; W.Schieder，“Einleitung"， S.387. 

140最も痛烈かつ説得的な批判は、三宅正樹氏によるものである。三宅氏は、

[7J 北法56(1・508)508
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ばしばそういった受け取り方をされた1410

但しナウマンの構想が、戦間期以降も[中央ヨーロッパ圏における新秩序の

諸構想」の「重要な手本jl42となった点は注目されてよい。「中欧」という文脈

から離れても、彼の議論は若干の人々に影響を与えたのである1430 また、関税

同盟から出発するというナウマンの発想は、現在のEUに速なるヨーロッパ統

合の歴史を考える上でも非常に示唆的と言えよう。

さしあたり本稿の主たる関心は、ナウマンが構想した統合方法の妥当性や現

実性にはない。ただ注目すべきは、「スープラナショナルな」共同体を構築す

る鍵が経済にあるとナウマンが認識していたことであり、また、「中欧Jとい

う共同体が文化 6 言語の領域には介入しないように構想されていたことである。

このような手法がどのように受け取られたかは、第三章で改めて検討する。

第四節 「中欧史」の構築 ーナウマンと歴史の問題一

ナウマンは世界情勢と戦争の共同性によって「中欧Jの必然性を示そうとし

ナウマンが「権力国家の存在とその機能について、明確な把握を欠いているJ
と指摘する。つまり、「非ドイツ系諸民族のナショナリズムへのかなりの理解

はあっても、「中欧上級国家」が成立した時、権力国家としてのドイツが彼等

にいかに働きかけ、彼等からいかに受け取られるかへの見通しを欠いているJ
のであった。三宅、前掲「世界政策と中欧理念」、 54頁。

141例えば社会政策学会内での議論について、小林、前掲論文を参照。

142クルト・ゾントハイマー『ワイマール共和国の政治思想j脇圭平・河島幸

夫訳、ミネルヴァ書房、 1977年、 242頁。

143近年、戦間期国際政治思想の再検討が進んでいるが、その中で戦間期の何

人かの論者がナウマンの影響を受けていることが指摘されている。例えば、英

国の「理想主義的」国際政治学者ジマーンは「ナウマンと同じ理想を持ってい

た」とされるし、 ドイツからイギリスへ移住した国際法学者フリードマンは、

自身の広域秩序概念の淵源としてナウマンを挙げているらしい。ポール・リッ

チ「アルフレッド・ジマーンの慎重な理想主義 国際連盟、国際教育、連邦」

デーヴイツド・ロング/ピーター・ウィルソン編『危機の二十年と思想家たち

一戦間期理想主義の再評価-j宮本盛太郎・関静雄監訳、ミネルヴァ書房、

2002年、 92、105頁;小畑郁「世界戦争の時代における国際法秩序の構想ーヴォ

ルフガング・フリードマンと『国民国家の危機jJr思想』第945号、 2003年、
110頁を参照。
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研究ノート

たが、それだけでは満足せず、さらに歴史によって「中欧Jを基礎付けようと

する。『中欧論』のこうした側面は、従来の研究では一様に無視されてきたが、

ナウマンの中欧論の特徴はむしろここにある。そこで本節では、ナウマンが描

き出した中欧の歴史を主題として取り上げることにしたい。

ナウマンは、中欧のような新しい共同体を支えるには、単なる経済的・軍事

的考慮では不十分であり、伝統的な思考や諸価値を転換させ、新しいアイデン

テイテイ (r中欧人Jr中欧の国家精神 (mitteleuropaischeSta臨 geist)J)を構築
する必要があると考えており、その際に「歴史Jが重要な役割を果たすと認識

していた144。それ故、彼は中欧に一つの「新しい歴史意識が生じなければなら

ないJと主張するのである 1450 (S523-525.) 

このような歴史意識を創出するには、過去に対する「理解jと「忘却Jが必

要であるとナウマンは説く。現在の必要に応じた歴史の(再)解釈は、ナウマ

ンの思考様式の特徴といえるが、それが彼の『中欧論』に独特の装いを与えて

いる146。彼は、 ドイツで支配的であったプロイセン史学147に対抗しつつ、自身

で「中欧史」なるものを構築していこうと試みるのである。 (S.525-531.)

中でもナウマンが最も重視したのは、神聖ローマ帝国の存在と、彼独自の解

144大衆民主主義や学校教育、雑誌の普及によって、「諸民族の教育者Jr政治
の教育者jとしての歴史家の責任が増大したと指摘される。 (S.527f.)

145ナウマンはここでドイツ帝国に生じた「地方的性格Jr領邦意識jの消滅と
「ライヒ意識 (Reichsb開叫tsein)Jの形成を倒に挙げている。そLて、ライヒ
意識の形成に際して、プロイセン=ドイツ的な歴史 (preusisch-deutscheGe-

schichte)が果たした役割が注目されている。 (S.523-525.)

l必既に1914年12月にナウマンは「ピスマルクと我々の世界政策」という論説

を『救済』に掲載しているが、これは、ドイツ帝国の国父としてのピスマルク

と、世界政策及び中欧政策を和解させようとするナウマンの試みであった。ナ

ウマンは中欧を(その地理的範囲が何であれ)絶えず歴史的に正当化しようと

試みるが、この論文がその鴨矢である。但し、この論文ではピスマルクの位置

付けが混乱気味である。 vgl“Bismarckund unsere W巴Itpolitik"，Die Hi{仏 20.Jg.

1914， Nr.53， in: Werke， Bd.4， S.449-453. 

147具体的にはパウムガルテン、ドロイゼン、ジーベル、トライチュケらが挙

げられている。 f皮ら「プロテスタント=プロイセン的な歴史家Jは、オースト
リアとは共有不可能な歴史を叙述している。よって、「もし我々が世界大戦の

中で中欧へと歩みを進めるのなら、我々は〔…〕 トライチュケやジーベルやそ

の同僚たちと対決せねばならないjとナウマンは述べるのである。 (S.529f.)
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「中欧Jの理念とドイツ・ナショナリズム(2・完)

釈に基づくピスマルクであった1480

まず、中世の神聖ローマ皇帝が「中欧の具現化 (Gestalten)Jであり、中世

には「ドイツ語地域を越えたJrおぼろげな共同体感情jが存在していたと主
張することを通じて、世界大戦における独填の共同性を、神聖ローマ帝国の復

活として描き出そうとしている 1490 (S.531-533.J 

また、ピスマルクに関しては「ハンガリーやガリツイアなどを排除したドイ

ツ帝国を望んでいたのではなく、非歴史的な純粋ドイツ国民国家を望んでいた

のでもなく、東西間における中欧の両大国の永続的な結合を望んでいたjとさ

れる 150。実に、ピスマルクは「中欧の創始者Jr中欧の主」、中欧の偉人として
の地位をナウマンによって与えられるのである1510 (S.541-548.) 

このようにしてナウマンは「中欧史Jの叙述を試みた。かつて「国民の本質

とは、すべての個人が多くの事柄を共有し、また全員が多くのことを忘れてい

ることjであると見抜いたのはルナンであった1520そして、一つの「中欧のネ

148ナウマンは、中世に始まり、ナポレオン時代、 1815年、 1848年、 1866年、

1871年などの重要な節目を「中欧的にj解釈していく。本稿では、ナウマンが

叙述した歴史の妥当性は問わない。本稿の視角にとって重要なことは、歴史が

彼の「中欧j理念の中で果たしていた役割を検討することだからである。

149 r中欧の全地域から、人々は帝国議会への長い道のりをやってきた。今日の
ドイツ帝国とオーストリア=ハンガリー君主国にあたる地域から来た騎士たち

は、フリードリヒ赤髭王と共に、聖なる墓へと向かったのである。事実、特別

で中世的で中欧的な生と文化の共同体 (Lebens-und Kulturgemeinschaft)が存

在していたのである〔…〕。ドイツ人は中欧の中心を占め、その周辺に近隣の

諸民族を引き寄せる。ドイツ国民の神聖ローマ帝国。このかつての帝国は、現

在の世界大戦において、大地の下で動き出し、長い眠りから覚めて再び登場し

ようとしているのである。J(S.533.) 
150一例を挙げれば、ピスマルクが普填戦争直後にオーストリアの保全に配慮

したことが強調される。

151 ピスマルクはドイツ帝国の偉人であったが、「オーストリア人たちも〔…〕

ピスマルクを我々と共有したJとまで述べている。『中欧論』に限らず、ピス
マルクをどう「中欧Jと和解させて描き出すかということに、ナウマンは腐心
した。その試みは、前掲の「ピスマルクと我々の世界政策Jという論説に始ま
り、様々な方法でなされている。例えば、“DieNationalit詰tenMitteleuropas"， in: 

Werke， Bd.4， S.466-468. 

152エルネスト・ルナン「国民とは何かJ鵜飼哲訳、ルナン他『国民とは何か』
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研究ノート

イション (NationMitte1europas) J (S.569.)を創造しようとしたナウマンが強

調したのは、いみじくも過去の静いの「忘却」と中欧諸民族が共有できる歴史

の模索であった。

この点で、彼が中欧史の起点として神聖ローマ帝国を選ぴ、世界大戦におけ

る独換の共同性を、このかつての帝国の復活として描き出したのは当然の選択

といえる153。しかし、ナウマンにとって最大の課題は、第二帝政、つまりピス

マルクが建設した「小ドイツJの帝国をどのように中欧と和解させるかという

ことであった。それまでの「中欧j論者は、概して旧来の大ドイツ主義の継承

者であった。例えば、コンスタンテイン・フランツにとってピスマルクは敵以

外の何者でもなかったのである154。これに対して、ナウマンにとってピスマル

クは揺らぐことなき絶対の人物であり、ナウマンは、中欧構想を「ピスマルク

の精神Jに逆らって実行することは「見込みがないJ(S.541.)と考えていた。

しかし、中欧がプロイセン中心主義に陥ることも避けようとしたところである。

こうして彼は、いささか強引に「中欧の主人Jとしてのピスマルク像を提示す

ることになる O 確かに、ナウマンが「オーストリア人たちも〔…〕ビスマルク

を我々と共有したjと述べるとき、奇異な印象は否めない。しかし、何はとも

あれ、ナウマンは小ドイツ的基盤の上に「中欧Jを歴史的に位置付ける言説も

作り上げたのである。

f中欧論』から約一年後、ナウマンは『ブルガリアと中欧Jというパンフレッ

トの「序文」で、「中欧」とドイツ史の関係を次のように論じている。

「ドイツ'ネイションは、その新たな生を担い、保障するような一つの国家

を、言語に絶する労苦によって創り出した。しかし、全てのドイツ人を一つ

の国家組織に統一することは不可能であった。なぜならば、我々は、中欧の

地において他の諸ネイションと驚くほど混ざり合っていたので、我々自身の

インスクリプト・河出書房新社、 1997年、 48頁。

153但し、神聖ローマ帝国自体にはプロイセンの東部所有地やハプスブルクの

「トランスライタニアJ(ハンガリー側)は含まれない。ナウマンはこのこと
については触れていない。

154 cf. Meyer， Mitteleuropa; Brechtefe!d， op.cit.特にフランツについては Pau1usF. 

H. Lauxterrnann， Constantin Frantz: Romanlik und Realismus im Werk eines 

politischen Aussenseiters， Groningen， Diss.， 1979を参照。

]
 
-l
 
[
 

北法56(1・504)504



「中欧」の理念とドイツ・ナショナリズム(2・完)

歴史的な完成 (Vollendung) を、同時にハンガリ一人やポーランド人や他の

西スラヴ人の完成も助ける場合にしか得ることができないからである。我々

の地理的な状況は中欧政策の教師であり、そこでは最初から、隣り合う諸ネ

イションが、我々の戦友として、彼らのナショナルな生活に関わる要求であ

るところの完全な同権(Gleichberechtigung) と対等な尊重(Gleichachtung) 

を付与されて、含み込まれなければならないのである。我々の近代史のこの

目標は〔…〕世界大戦の圧迫と強制の中で、ょうやく明らかとなった。〔…〕

東と西からの攻撃という前代未聞の重圧が、ょうやく中欧連合の必然性と不

可避性を歴史的な主要問題にまで押し上げたのである。JI55

ここでは、中央ヨーロッパの地理的状況とネイションの混在状況が認識され、

それがドイツ史の問題と捉えられ、 ドイツ・ネイションにおける国民国家の不

可能性という問題が認識されている。そして、そこで「中欧Jという共同体が、

ドイツ・ネイションのみならず、他のネイションにも「完全な同権と対等な尊

重jを与えることによって、各々を「歴史的な完成Jへと導くことができる構

想として提示されている。これは、少なくとも言説の上では、中央ヨーロッパ

における国民国家システムの導入に対する一つのオルタナテイヴ、ポスト・ナ

ショナルなユートピアを提示しようとするものであった。

概して「現在を歴史のパースペクテイヴで見るとともに、過去を現在の問題

意識で読み直すJI56のが、ナウマン流の思考様式であったといえる。世界大戦

によって「中欧jというリージョナルな空間が開けたとき、ナウマンの限に映っ

たのは、中央ヨーロッパに堆積した厚い歴史の層であった。そして、その過去

から現在を眺めると、その現在は歴史の必然として立ち現れる。彼が、中欧の

構築を「必然」であると繰り返すのもこのような思考様式に依っているからで

あろう。しかし、次節で述べるように、こうした思考は戦争の遂行過程と共に

その問題性も露にしていくのである。

第五節 その後のナウマンによる中欧の展開と鉱大

-rブルガリアと中欧Jを中心にー

155 Bulgarien und Mitteleuropa， in: Werke， Bd.4， S.769f.このパンフレットについ

ては、次節で詳述する。

156米原謙『徳富蘇峰』中公新書、 2003年、 199頁。
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『中欧論』は発表と共に賛否両論の凄まじい反響を引き起こし、ともかくも

「中欧Jについて世論の関心を喚起するという意味ではナウマンは成功を収め

た。彼はこの成功を受け、以後も活発に中欧の統合を目指した活動に従事する

ことになる。現実政治的な活動157について一例を挙げれば、 1916年2月に「中

欧作業委員会 (Arbeitsausschu自白rMitteleuropa) Jという私的機関をイエツクと

共に結成している158。本章の焦点はナウマンの中欧構想の論理にあるので、以

下では『中欧論j以後のナウマンの構想の展開を問題にしたい。

前述のように、『中欧論』でナウマンは、自身の構想、の対象を独填に限定す

ると繰り返し確認し、それ以上の併合計画を拒否していた。しかしその一方で、、

「世界経済領域としての中欧は、これまでのドイツ、オーストリア、ハンガリー

の国家の範囲よりも大きくならなければならないJとして、「戦況の理由から

特定の隣国を名指しすることは断念jするけれども「さらなる併合が必要であ

るjと述べており (S.752.)、議論の端々に中欧が膨張する可能性を匂わせて

いた。この点についてナウマンは意図的に暖味にしていたように思われる。し

かし、ナウマンのこのような議論は、彼の中欧構想、が「戦況」によって左右さ

れる可能性を暗示していた。実際ナウマンは、戦争の遂行過程によって開けた

新しい状況に自身の中欧構想を適合させていこうと試みるのである。その際、

彼の視圏に入ったのは、ポーランドとブルガリアであった159。既にブルガリア

は1915年10月に独填同盟側に立って参戦している。戦争によって立ち上げられ

たナウマンの「中欧」は、戦争の過程に従属していかざるを得なくなるのであ

る。

本節ではその点を、ナウマンが19日年夏に出版した『ブルカ、リアと中欧

157これに関する詳細な研究は存在しない。今なお Heuss，NaumannとMeyer，

Mitteleuropaが、戦中のナウマンの活動について最も詳しいと思われる。

l四この委員会の創立メンバーにはアルベルト・パーリン、ロベルト・ボツ

シュ、マテイアス・エルツベルガ一、グスタフ・ノスケ、ヒャルマール・シャ

ハト、オイゲン・シッファー、グスタフ・シュモラー、フーゴー・シュティン

ネス、マックス・ヴェーパ一、ヴェスタルプ伯ら鋒々たる顔ぶれが並んで、いる。

この一見出鱈目なメンバーの構成には、多様な政党やサークルに中欧統合の重

要性を認識してもらおうという狙いがあった。 1917年5月から、この委員会は

『中欧 (Mittel-Europa)jという週刊紙を出版している。この委員会について

は、さしあたり Meyer，Mitteleuropa， p.230ff.を参照。

159ポーランドについては次章を参照。
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「中欧Jの理念とドイツ・ナショナリズム (2・完)

(Bulgarien und Mitteleuropa) Jというパンフレットを題材に検討する。この『ブ

ルガリアと中欧』は、出版後すぐに『中欧論Jと合冊され、 f中欧論:普及版

(Volksausgabe) Jとして1916年10月に出版された1600 ナウマンは『中欧論J

以降も数々の出版物の中で自身の構想について述べているが、この『ブルガリ

アと中欧』が、比較的分量もまとまっており、何よりも彼の中欧理念の問題性

を最も浮き彫りにしている。また、出版経緯に示されているように、ナウマン

自身この作品を『中欧論』の直接の続編と考えており 161、重要度が高い。よっ

て、『中欧論』以後のナウマンの構想をこの一冊に代表させて検討することに

したい1620

ナウマンは、『ブルガリアと中欧』の「序文Jで「我々は常に、オーストリ

ア人やハンガリ一人、ポーランド人、ブルガリア人との政治的な結合を求めな

ければならない」と述べる。彼にとってブルガリアの参戦は、ブルガリアの「中

160 rブルガリアと中欧jは、ナウマンらドイツ帝国議会議員のブルガリアへの
視察(1916年6月25-28日)を契機として執筆されたものである。この視察に

はエルツベルガーやミュラー=マイニンゲン (ErnstMulIer-Meiningen ;進歩人

民党)ら10人の議員が参加している。ナウマンはこの視察の報告をブラティス

ラヴァで執筆し、「ブルガリアと中巨大」という題で同年 7月下旬から 8月上旬

まで『救済』に連載した。これをまとめて、 8/9月に出版したのが『ブルガリ

アと中欧~ (Bulgarien und Mitteleuropa， Berlin， Georg Reimer)である。そして、

10月には『中欧論』と fフ事ルガリアと中巨大』をほぼ単純に合冊し、ナウマンの

序文を付した形で、『中欧論:普及版.1 (Mitteleuropa: Volksausgabe， Berlin， 

Georg Reimer)が出版されている。その際『中欧論jには若干の変更が加えら

れた。『中欧論Jの変更箇所は著作集で確認できるが、それほど重要な変更は
ない。『ブルガリアと中欧』及び rr中欧論J普及版への序文Jは著作集に収め
られている (Bulgarienund Mitteleuropa， in: Werke， Bd.4， 5.767-836;“Vorwort zur 

Volksausgabe von Mitteleuropa"， in: Werke， Bd.4， 5.836-842.)。但し、原著に付い

ている統計・参考文献表・年表 (S.58-69)は著作集に収録されていない。

161 vgl. Werke， Bd.4， S.771. 

162 rブルガリアと中欧』は次の七節から成る:序文/ナショナルな存在として
のブルガリアの第一期:ロシアによる解放から第二次バルカン戦争まで/バル

カン問題/世界大戦/オリエント問題とバルカン問題に対するピスマルクとド

イツの政策/オーストリア=ハンガリーとバルカン/戦争過程としてのブルガ

リアの中欧への併合(アンシユルス)

以下では Werke，Bd.4の該当ページを本文中に( Jで記す。
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欧」への加入を意味する「最も重要な最初の一歩jであった。これにより、

「中欧思想の拡大jが生じたのである。そして、ナウマンは「中欧はバルカン

半島と結合するのである!Jと主張するに至る。いまや「バルカン半島上での

ブルガリアの勝利とアジアにおけるトルコの維持」の重要性が強調されるので

ある。 (S.770-773.)

『ブルガリアと中欧』の前半ではブルガリアの歴史が考察されるが (S.773-

808.)、ここでそれを詳しく述べる必要はないであろう。ともかく、ナウマン

によると「ブルガリアは我々と共に進もうとしているJのであり、それはブル

ガリアの「これまでの困難と犠牲に満ちた歴史の帰結」であったと解釈される。

(S.808.) 

また、この事態を「ドイツとオーストリア=ハンガリー側から熟慮するため

にJr我々はもう一度以前の歴史に立ち戻らねばならないjとナウマンは述べ、
ドイツ帝国とオーストリア=ハンガリーの対バルカン政策を、それぞれ歴史的

に考察していく (S.808-825.)。例えば、ドイツの対バルカン政策について述べ

た部分 (S.808-814.)で、彼は再度ピスマルクを中心にして考察しているが、

ここでも中欧の偉人としてのビスマルクの行為が(かなり苦しい論理によって)

称揚されることになる。

さらに、「疑いようもなく、ブルガリアの中欧への加入は、さしあたり単な

る戦争の成り行きであった」とナウマンは認めつつ、しかし、「この新しい、

戦争によって創出された事実を出発点としなければならないJと彼は続けて主

張する。そして、もはや「バルカン問題全体を包摂しないブルガリアとの結合

は存在し得ないので、我々は中欧思想、をバルカンにまで広げて考えなければな

らない」とされるのである。 (S.826.)

こうしてナウマンは「戦後における中欧のバルカン政策についてJ述べてい

く。その際、彼は経済的な考慮から出発する。中欧の両帝国は「コンスタンチ

ノープルを経由してオリエントにまで至る交通・通商ラインに共通の大きな利

害を持つJとされ、バルカンは中欧にとって「第一級の陸路」であるとされる。

「特にドイツは、トルコとの関係がこのラインの存在に結びついているので、

この道の保障を最も重視しているj。従って、「バルカン鉄道上に存在する全て

のものは、我々にとって不可欠なハンブルク=スエズ・ライン上にあるのであ

り、我々はこれを誰にも封鎖させてはならない。〔…〕イギリスの許可なしで

は到達できないようなバグダッド鉄道に何の意味があるだろうか?Jとナウマ
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「中欧jの理念とドイツ・ナショナリズム (2・完)

ンは主張する。そして、この目的のために、ブルガリアとの「国家条約以上J
の関係が必要とされるのである。さらにナウマンは、「バルカンとハンガリー

の農業並びにオーストリアとドイツ帝国の輸出工業を満足させるような通商調

整jを伴った「中欧政策全体へのバルカンの有益な編入jという目標を提示し

ている1630 (S.827・830.)

以上の目標のために、ナウマンは「ロシアから独立したバルカン半島Jとい

う将来像を提示する O しかし、バルカンには周知のように各民族のナショナリ

ズムと絶えざる国境紛争が存在していた。そこでナウマンは、ナショナリズム

が収まらない限りバルカンに平和は訪れないと述べ、「中欧が、自足したバル

カン領域の確立を試みなければならないJと主張する。よって、「ドイツ、オー

ストリア、ハンガリ一、ブルガリアの問で、将来のパルカン計画が誠実に共同

で準備されるべきJとされるI“。 (S.831-833.)

その上で、ナウマンは「新バルカン連合 (einneuer Ba1kanbund) Jの設立を

提唱するo この連合は、「交通・通商同盟として、全てのバルカン諸国の技術

的=文化的な向上のための同盟としてJ構想されている165。そこでは敵国であっ

たセルピアも「他の民族と同等に存在する権利を持つJ。そして、「全てのナショ

ナルなものは分権的に、全ての通商的なものはバルカン的に、全ての軍事的な

ものは中欧的に扱われなければならないJとナウマンは主張し、重層的な中欧=

バルカン秩序を提示するのである1660 (S.834-836.) 

163 r二つの中欧の帝国が、我々が『中欧論Jの中で将来の目標として示したよ
うな内的な統一性を既に獲得していたら、バルカン諸国への経済的拡張を共同

行為として容易になしえたであろう O しかし、これは目下のところ、そしてし

ばらくは問題にならないだろう。中欧は未だ生成中であり、多くの分子がまだ

抵抗している。このために、不可避的にバルカンの経済問題が中欧聞の対立と

して現れてしまうのである」と述べられる。 (S.829.)

164中欧のバルカン計画で第一の課題とされるのは、ブルガリアとオーストリ

ア=ハンガリ一間における境界問題等の紛争要因の解消である。 (S.834.)

165具体的には「鉄道共同体、郵便制度共同体、運航提携、経済i去の統一、そ
して中欧や他の世界との通商条約の平行性Jが想定されている。 (S.834f.)
166但しナウマンは、独壌の結合がバルカン構想、の前提条件と考えている。そ

して、それすらも未だ実現していないのであるο しかし、独壊の結合が成功す

れば、「同様の手法によって、ブルガリアと〔の結合〕もより容易に開拓され

るであろうJとナウマンはここでも楽観的に述べている。 (S.835f.)
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以上、『ブルガリアと中欧Jに示されたナウマンの中欧構想の展開・拡大を

見てきた。第四節で指摘したように、ナウマンの「歴史的な」思考方法は、疑

いようもなく「中欧」に豊かな内容と深みを与えている。しかし、ナウマンの

構想は、あくまで戦争の議論でもある O 繰り返すが、戦争によって構築された

ナウマンの「中欧jは、戦争の過程に従属していかざるを得ない。東部戦線の

拡大やブルガリアの参戦によって、彼の「中欧Jは事実拡大した。こうなると、

ナウマンの「歴史的な」思考方法は、むしろ問題を苧んだものとなっていく。

ナウマンは、自身の「中欧」が戦争に従属して拡大すると、次々に「歴史」を

再解釈し、動員することになるのである。現在を歴史の視座で捉え、現在の問

題意識から過去を振り返るのがナウマンの思考様式であると既に前節で指摘し

た。この問題性は『ブルガリアと中欧』において露になっている。彼がブルガ

リアの中欧への加入を「歴史の帰結」として捉え、そこからドイツ史に「立ち

戻jり、ドイツ史の帰結としてもブルガリアの加入を正当化していくとき、彼

の議論は、戦況に対する事後的な理論化、後追い的な正当化となってしまうの

である。「戦争によって創出された事実を出発点としなければならないjとい

うナウマン自身の主張がこの点を何よりも雄弁に示している。こうした意味で

も、ナウマンの「中欧」は、やはり「戦争の果実jなのである。

さらに、この『ブルガリアと中欧』に至って、ナウマンの「中欧jの帝国主

義的な性格、権力政治的な発想が強化されていることも指摘せねばなるまい。

ナウマンがバルカンを「我々〔ドイツ〕にとって不可欠なハンブルク=スエズ.

ライン」と呼ぶとき、いかに「新バルカン連合」という諸民族に配慮した構想

を提示していようと、そこにあるのは「ドイツの権力jを追求する帝国主義者

の言説以外の何物でもない。

実に、戦争に引き摺られてナウマンが辿り着いた場所は、「中欧Jという名

の「ドイツj中心主義だったのである。

第六節小括

以上本章では、ナウマンの『中欧論jを検討した。本節では、ナウマンの「中

欧」構想の骨子について再度簡単にまとめた後、「中欧J理念とドイツ・ナショ

ナリズムという本稿の視点から、筆者なりの解釈を提示してみたい。

『.，E
」
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f中欧」の理念とドイツ・ナショナリズム (2・完)

まず何よりも世界大戦のインパクトが、ナウマンの「中欧j構想の動因であっ

た。彼の「中欧」は、いわば戦争によって関かれたリージョンなのであり、そ

の境界を規定するものは「堕壕」であった。そして、その境界内を「共同体」

たらしめているものは、共同の「闘争Jや「封鎖Jr経済牢獄jの経験、つま
り「戦争の共向性jである。ナウマンにとって「中欧jは、まさに運命共同体

であった。「中欧は戦争の果実である」という彼自身の言明は、その性格を端

的に表している。

さらに、その背後にあるのは、「交通・通信の時代」と「中央集権化された

軍事技術jによって、もはや!日時代的な構造である「国民国家jという枠組み

は通用せず、「スープラナショナルな大国家jが世界を分割していく時代が到

来したという国際政治認識であったO そして、ナウマンにとって、世界大戦が

突きつけたものは、戦後の新秩序の中でナショナルな範囲を超えた「大国家J

のーっとして「ドイツjが生き残れるか否かであった。ここに、ナウマンのド

イツ・ナショナリズム、つまり国際政治のアリーナにおいて[ドイツ」が権力

主体であり続けることに対する強迫観念がみられる。そして、このためにナウ

マンは「中欧jという新しい政治的な共同体を構築する必要を唱えたのである。

この新しい国際秩序で生き延びるべき「中欧」は、従来の国家間同盟では不

十分であり、 f本賀的共同体Jとなる必要があった。ただ、[中欧jを構築する

際に、宗派とナショナリティが最も困難な問題となるとナウマンは認識してい

た。彼は、汎ゲルマン主義とは一線を画し、「オーストリア的に考えるj必要

性を提唱し、他のナショナリティに対する「譲歩と柔軟性jを訴える。しかし

ながら、ナウマンにとって「中欧」の中核が「ドイツ的jであることは当然の

前提であったor中欧Jに「調和Jをもたらすのはあくまで「ドイツ性Jなの
である。

ナウマンが統合の出発点として選択したのは経済領域である。ここで、中欧

経済を担い、「中欧経済フォルクJの範となるべきものは、新しい「第二の資

本主義jをリードしうるドイツ・ネイションの能力一ーーそれは何よりも戦時

経済の中で示されたーーであると主張される。また、 ドイツの戦時統制経済

は、ナウマンの眼には「国家社会主義Jという戦後も継続されるべき一つのユー

トピアの実現と映った。彼は、この戦時経済の中で「シンジケートJと「備蓄

経済jに特に着目し、このこつと、歴史的に馴染み深い関税同盟という手法を

組み合わせ、経済的な中欧統合を目指したのである。そして、経済的な統合か
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ら出発すれば、軍事・外交も統合していけるとナウマンは考えた。その一方で、

宗派やナシヨナリテイに関する問題については、「中欧」の「と位国家Jは決

して介入しではならないと強調される。ナウマンが描いたものは、経済と防衛

の領域が統ーされた、機能的に分業しあう重層的な政治共同体像であった。こ

こに見られるのは、いかに宗派やナショナリテイが異なっていても、経済を挺

子にすれば統合は可能であるという彼の確信である。

さらにナウマンは、新しい共同体を支えるには新しいアイデンテイティを構

築する必要があり、その際に「歴史」が重要な役割を果たすということを認識

していた。それ故、彼は歴史によっても「中欧jを基礎づけようと考え、『中欧

論』の中で歴史に一章以上の分量を割き、一一「忘却」も要求しながらー一一

中欧史を紡ぎだそうとしたのである。

ナウマンにとって世界大戦は、まさに「ドイツJの危機を意味していた。そ

して、その中で「ドイツの権力Jとドイツの「ナショナルなもの」を維t寺する

ためには、「スープラナショナルな」共同体を構築せざるを得ないと彼は認識

したのである。世界経済と世界大戦の時代においては、「ナショナルな自立と

自足jという選択肢はもはや通用しない。そこで彼は、戦争によって規定され

たスープラナショナルなリージョンである「中欧Jにドイツの未来を賭けたの

である。しかし、ドイツ人が「スープラナショナルなものjとなるためには、

偏狭なドイツ・ナショナリズムを捨て去らねばならず、「中欧の諸民族」に対

する「譲歩と柔軟性Jを示さなければならない。これはドイツ・ナショナリズ

ムの一定の犠牲と否定を意味していた。さらにナウマンは、「中欧」の中核は

「ドイツ的」となるだろうという確信を持ちながらも、「中欧人Jという新し

い「人間類型J、「兄弟からなる唯一のフオルクJ、「中欧のネイションJ、「中欧

のフォルクJが形成されることを求めたのである。

以上の点から、ナウマンの「中欧Jは、まさにドイツ・ネイションの危機の

時代に登場した、ナショナリズムの否定を伴うドイツ・ナショナリズムの一変

種であったと言うことができる。彼が f中欧論』で繰り広げた議論は、そこに

内在する両義性・矛盾を止揚する試みであった。そして、重要なことは、ナウ

マンの「中欧」が、単なる帝国主義のように剥き出しの権力に支えられるので

はなく、中央ヨーロッパに堆積した長い歴史 (VorgeschichteMitt巴l叩 ropas)に

支えられた「生の共同体JI闘争と生死を共にする共同体J、つまり運命共同体
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「中欧」の理念とドイツ・ナショナリズム(2・完)

として表象されるということである。さらに、それは、「ドイツ性Jを中核と

しながら、多様なネイション全てが「調和Jする共同体という未来像をも提示

したのである。

このように、ナウマンの「中欧jは、「ドイツ・ナショナリズムの変種jで

あり、あくまでナショナルな視点から出発しながらも、スープラナショナルに

構築された、一つの言説上の共同体であった。その際、「自己Jと「他者jの

境界は重層的になる。象徴的なことに、『中欧論』において、ナウマンは主に

ドイツ帝国のドイツ人を指して「我々 (wir)Jという一人称複数を用い、二重

君主国の諸民族に「あなたたち(ihr)Jという二人称複数を用いている。「彼

ら (sie)Jとはイギリス人やロシア人のことであった。そして、一人称の「我々J

は、時に「中欧Jの人々全体 (f中欧人J)を指す場合にも用いられている。ナ

ウマンの『中欧論jは、その言説において、 ドイツ・ネイションを基盤としな

がらも、中央ヨーロッパの複数のネイションを止揚して、単一の共同体を形成

する「人間集団Jを創出しようとする試みであったのである。

しかし、ナウマンの「中欧」はあくまでも「戦争の果実Jである。戦争によっ

て発動されたナウマンの「中欧jは、戦争の過程に従属していかざるを得ない。

事実、第五節で検討したように、戦線の拡大や「戦友jの増加が、「中欧」理

念の「拡大jをもたらした。現在を歴史の視座で捉え、現在の問題意識から過

去を振り返るナウマンの思考様式は、「中欧」の拡大・展開を常に「必然Jと

捉え、戦況に対する後追い的な理論化としての性格を強めていく。そして、戦

況に引き摺られながら「中欧jを拡大するとき、元来ナショナルな視点から出

発したナウマンの「中欧Jは、次第にドイツ中心主義的な権力政治的性格を露

にしていくのである。この意味で、ナウマンの「中欧j理念は、彼のドイツ・

ナショナリズムと第一次世界大戦の進行過程が生んだ史的産物なのである。

第三章 『中欧論』の反響

既に述べたように、ナウマンの『中欧論』は爆発的なベストセラーとなった。

では、なぜこの著作はそれほど反響を呼んだのであろうか? 本章第一節では、

この点について論じる。そして第二節では、具体的な反響について検討する。

ナウマンの『中欧論Jは、時宜を得た出版物であり、多様な人々の関心を触

発した。そして、反響の理由と諸相それ自体が、ナウマンの中欧構想の特質を
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浮き彫りにしている。また、ナウマンの『中欧論』をめぐる議論は、「中欧J

というシンボルを広めるのに寄与した。このとき交わされた議論が、「中欧」

に多様なコノテーションを与え、延いてはドイツのナショナル・アイデンティ

ティにも影響を与えていくことになる1670

第一節反響の理由

ナウマンの『中欧論』は莫大な反響を呼んだ。理由はいくつか考えられる。

まず挙げられるのは、ナウマンの個人的な知名度である。そもそもナウマン

は自由主義左派の著名な論客であった。彼の著作はコンスタントに 1万部以上

売れたし、彼が毎週ほとんど欠かさず執筆を続けた雑誌『救済』は、 1912年の

時点で、定期予約購読者だけでも8466人いたという 168。あるアメリカ人研究者

は、ヴィルヘルム期ドイツにおけるナウマンの知名度を、ウォルター・リップ

マンのそれに戦えている169。ナウマンは、もともと世論に対して影響力を持っ

た人物であった。

それに加えて、出版のタイミングの問題がある。 1915年10月というと、ドイ

ツ軍が夏の東部大攻勢によって旧「会議王国J領やガリツィアの広大な領域を

手中に収めた直後であり、そのために「戦争目的J問題が切迫していた時期で

あった170。この「戦争目的」論争という背景抜きには、『中欧論』の商業的成

167なお、本章における筆者の主たる関心は、ナウマンの『中欧論』が持った

影響力とその受容のされ方にあるので、詳細な論争内容やその妥当性の検討は

省いた。

168 Ursula Krey，“Der Naumann-Kreis: Charisma und politische Emanzipation"， in: 

Bruch (Hg.)， a.a.O.， S.l35. 

169 Henry Cord Meyer，“Naumann and Rathenau: Their Paths to the Weimar 

Republic"， in : Leonard Krieger and Fritz Stem (edsよ刀leResponsibili.η0/ Power: 

Historical Essays in Honorof Hajo Holborn， New York， Doubleday， 1967， p.325. 

170大戦勃発当初は、ドイツ政府が内外への政治的配慮から戦争目的を公式の

祖国「防衛j論に限定し、議会諸党派にも議論の停止を求めていた。しかし、

全ドイツ連盟など議会外右翼勢力が早くから大規模な併合を主張して政府に圧

力をかけており、それと連動して1915年3月には主要経済団体が戦争目的議論

の解禁を求める請願書を提出した。 5月には、 ドイツの経済界を網羅する6経

済団体が、逮名で東西ヨーロッパにおける領土併合と経済的覇権を求める請願

[21] jヒ1去560'494)494 
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功は考えられない。

また、当然この本の角容もその反響に寄与してUる。「戦争目的」論争に夜

連することであるが、ナウマンr:tr中欧」という未来像を提示することによっ
て、この未曾有の大戦争が生み出した多大な犠牲に対して意味を付与すること

ができた。戦死者・戦傷者の意味付けは、ナウマシ自身[中敵話jで繰り返す

ところである 1710 ぞLて、彼の涜麗かっ幾分煽情的な美文調の文体が、この点

に多大に寄与したということは想像に難くない。

さらに、 A.J ・p.テイラーが指摘したように、ナウマンの rr民主主義
的な』ヴイジョンjは「ドイツ人民の諸政党j(中央覚、進歩人民党、社会民

主党)の「栽争目的の定式itJという側面を、ある程度担うことができた。テ

イラ}によると、ぞれが「統括階級j、つまり工業家やユンカーの罰里町でほな

かった点が重要であったI丸事実ナウマンの f中欧論1I止、少なくとも進歩人

民党など自由主義側の代表的な戦争目的のーっという地位を占めることにな

る円c また、二町立、後に祖国党に結集する保守侃たちの大規模な併合主義に

対王町して、直由主義援の入々に誕集の核を与えるという国内政治的な意味志存

してし 1た]74
0

しかし、この「民主主義的な」点は過度に強調されるべきではない。より重

要な点は、 ftt政論Jが持つ主張の明確さとその細部の暖昧さにあると恵われ

るο『中散論』は、「ドイツの権力jと二重君主国の国家維持にとって、「中欧」

のみが未来を指し:示しているということを力強く明確に主張Lたコヒ他方、統

令の範囲や程度、内実に関しては、その漸進主義的な性格から暖味なままにと

書を提出しているO 同時に、知識人や大学人からも、ドイソの文{t的優位と新

函際秩序創造の正当性を説く声明も多く出さ丸、それらは広範な併合主義的戦

争展的運動を形成していった。或瀬治能漏 f世界歴史体系 ドイツ史3-沼田

年~現在-J山川出版社、 1997年、 91-93頁を参照。
日 I中欧論J第一章で再三繰句返されるし、結び CS目766nでも改めて弦調
されている。

m A.J.P. Taylor. The C叫 rseof Germa岬 Histo.η:A Survey of the Developmem Of 

Ge打開nHi針。ηsijれce18!5， Londo!1， Methuen.， 1961 (1945¥、plヲ{f.

173進歩人民党を中心と Lた自由主義者の戦争目的については、ブルース‘ B-

フライ Jヴアイマ}ル共和国における自由民主主義者の群像:ドイツ民主党/
ドイア国家党の歴史」厨口宏道京、太l湯忠夜、19.昨年、 48-62頁吾参照。

lì~ 小捧、前掲論文、 ]04頁c

175 i中畝論jの読者からナウマンに次のような手紙が届いている。 f私は一介

北法56¥1-493)493 [22J 



研究ノート

どまっている。しかも第二章で述べたように、ナウマンの『中欧論』は両義性

を内包していた。しかし、むしろその唆昧さと両義性から、多様な人々が各自

の夢を「中欧」という言葉に担わせることができた。さらに、当時の戦争目的

論争の混沌が、より錯綜した状況をもたらした。例えば、汎ゲルマン主義者た

ちは、実際にはナウマンの「中欧」が受けた広範な大衆的支持を、自分たちの

「中欧」計画に調達することができた176。実に、ナウマンの『中欧論Jは、「中

欧jという政治的シンボルを広めながら、時には「誤読jされ、時には利用さ

れて、多様な人々からの反響、論争を喚起したのである。

第二節反響の諸相

ナウマンの『中欧論Jに対する反響は、著しく広範かつ錯綜したものであり、

現段階の筆者は詳細な実証研究を行うまでには至っていない。しかし、反響そ

れ自体が、ナウマンの『中欧論』の特質を浮き彫りにするという面を有してお

り、是非とも確認する必要がある。さらに、「ドイツ・ナショナリズムの変種」

たるナウマンの中欧構想、が、ドイツ人も含む中央ヨーロッパの各ナショナリ

テイにどのように受容されたかを検討することによって、ドイツ・ナショナリ

ズムと「中欧」概念の関係、並びにそれが中央ヨーロッパというリージョナル

な空間に対して持つ意味の一端が明らかになると思われる。よって、ここでは

主に二次文献を参考にしながら、各ナシヨナリティ別に大雑把な見取り図を示

すことを試みる 177。

の医者の妻でありまして、料理や子供のことなら分かりますが、政治のことは

あまりよく分かりません。けれど、貴方の本は非常に明確で、詩的な情熱で溢

れているので、私でさえ「中欧」を設立する必要性を認識致しました。Jr巴f.
on Meyer， Mitteleuropa， p.206f. 

176 cf.Robert A. Kann， The Multinational Empire: Nationalism and National Reform in 

the Habsburg Mon四rchy，1848-1918，2 vols.， N巴wYork， Octagon， 1964 (rpt.)， vol.2， 

p.247. (以下 Kann，Multinational Empireと略)

177このように、ナショナリティという指標で区切って論じることは、当時の

議論の実態に即さないという批判を受けるかもしれない。しかし、筆者は第二

章で、ナウマンの「中欧jが「ドイツ・ナショナリズムの変種」であり、あく

までナショナルな視点から出発しながらも、スープラナショナルに構築された

秩序を提示したと論じた。そこで、さらに「ナショナルな」視点から『中欧論』

[23] 北法56(1・492)492
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( a) ドイツ帝国内

さて、『中欧論』の受容のされ方について、 w.シーダーが巧みな説明をし
ている。彼によると、ナウマンの構想は、「帝国主義的なもの」と「連邦主義

的なものjが混在した「連邦主義的帝国主義(日derativimperialismus)Jであっ

た。そして、この混在が『中欧論Jをめぐる議論にも反映されているというの

である 1780 つまり、一方では「帝国主義的」であると非難され、他方ではその

「連邦主義jが非難される。また、その正反対に、「帝国主義的jであるが故

にそれは称賛され、他方ではその「連邦主義」が支持されるのである。このシー

ダーの指摘は的を射ているように思われる。本稿の用語に従うと、ナウマンの

構想、は「ナショナルなものjと「スープラナショナルなものjが混在していた

と言い換えることができょう。そして、この混在がドイツ帝国においても複雑

な論争をもたらした。

まず批判者たちについて。その両義的な性格のため、ナウマンの『中欧論』

に対する最も激しい批判は左右両極からきた。

ナウマンの議論に内在する「ナショナルなものjに対して激しく批判したの

は、社会民主党左派の人々である1790 特にヒルファデイング (RudolfHilfer-

に対する反応を眺めることによって、ナウマンの「中巨大Jの特質を浮き彫りに
することができると考えている。なお、『中欧論jに対する反響については、

近年個別研究が散見されるものの、情報量に関しては、今なおマイヤーの右に

出るものはない。 cf.Meyer， Mitteleuropa， p.206ff. 

178 W.Schieder，“Einleitung"， S.388. 

I内ドイツ社会民主党内では、概して右派が中欧構想を支持し、左派が反対し

た。社会民主主義者のナウマン批判については比較的研究が多い。日本でも、

河野裕康氏や倉田稔氏の前掲論文がこの問題を検討している。但し、社会民主

主義者といっても多様なベクトルが存在していたということ、そして、『中欧

論』批判についても、それは戦時検閲下での批判であり、その批判がどこまで

彼らの本心であるかということには注意せねばならない。例えば、(社会主義

者ではないが)平和主義者で知られるミュンヘンの教育学者フェルスター

(Friedrich Wilhelm Foerster)による Diedeutsche Jugend und der Weltkriegの第

三版(1916)は、ドイツの中欧計画を批判する論文「中欧という聖壕政策jを

収録したために、出版が差し止められている。 cf.Stephan Verosta，“The German 

concept of Mitteleuropa， 1916-1918 and its contemporruγcritics"， in: RobeはA.Kann 

et aL (eds.)， The Habsburg Empire in World War 1: Essays 011 the intellectual， military， 
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ding)が、ナウマンの著書をいち早く取り上げて根本的な批判を加え、議論の

方向を規定した。彼は、「ナウマンの中欧論の本質は、ドイツを世界的な権力

国家にするために中欧防衛共同体を創出し、その裏づけとして経済共肉体を要

求するものであるJとし、その軍事的・権力政治的な発想と、経済的根拠の乏

しさを痛烈に批判した180。彼らは、そのインターナショナルな志向性故に、ナ

ウマンの構想の「ナショナルな」権力政治的側面に対して敏感に反発したとい

えよう。

一方、右からの批判の先鋒は「全ドイツ派 (Alldeutschen)Jであった。彼ら

はナウマンの「スープラナショナルな」側面が気に入らなかったのである。雑

誌『全ドイツ広報 (AlldeutscheBlatter).1は、ナウマンに対する批判を掲載し、

「スープラナショナルな中欧ではなく、より広大なドイツを第一にj戦争目的

としなければならないと主張した1810 同様に全ドイツ派の歴史家ベロウ

(Georg von Below) は、ナウマンの『中欧論』が「非ドイツ的な分子に友好

的である」として憤慨した1820彼らは、「中欧」などではなく、あくまでも「ド

イツ・ナショナル」の貫徹、広大なドイツ、支配民族たるドイツ・ネイション

を目f旨したのである O

批判者は他にも多く存在するがl邸、以上の二集団を確認するにとどめる。次

political and economic aspects ofthe Habsburg war effort， New York， Columbia u.P.， 
1977， pp.203-220， p.217f 但し Verostaは、ドイツの外交指導者たちの政策とナ

ウマンの『中欧論』の内容を同一視しているきらいがある。むしろ両者は様々

な点で対立するものであった。この点については、フイッシャ一、前掲書、

245頁や311頁を参照。

l印河野、前掲論文 (~I用は 184頁)を参照。河野氏の論文はヒルフアデイング

の批判について詳細な検討をしており、ヒルファデイングとオーストリア社会

民主党の指導者カール・レンナーとの論争や、カウツキ一、ラーデクらの中欧

構想批判も取り上げている。

181 W.Schied巴r，“Einleitung"，S.389. 

182 Paul Kluke，“Deutschland und seine Mitteleuropapolitik" ， Bohemia: lahrbuch des 

Collegium Carolium， Bd.6， 1965， S.373-389， hier zit. S.383. 

183例えば、前述のフェルスターに代表される平和主義者たちは当然『中欧論J
を批判した。また、シユテインネスら工業家たちも、むしろ海外植民地を望み、

ナウマンの構想には批判的であった。比較的ナウマンに政治的立場が近い者の

中にも、例えばへルマン・オンケンやルーヨ・ブレンターノらのように、懐疑

的態度を取る者がいた。 vgl.W.Schieder，“Einleitung"， S.389f.; Frりlich，a.a.O.， 

[25] 北法56(1・490)490



「中欧」の理念とドイツ・ナショナリズム (2・完)

に賛同者についてであるが、 ドイツ国内においては、『中欧論』は、概ね好意

的に受け取られたといって間違いはないだろう。何よりも巨大な反響がそれを

物語っている。但し、その歓迎のされ方は、やはり多様であった。ナウマンの

『中欧論』は、そのリベラルさ、他のナショナリテイへの配慮から賞賛される

川方で、「ドイツの指導権」を要求する者たちにも歓迎されたのである1840

(b)オーストリア・ドイツ人

興味深いのはオーストリア・ドイツ人たちの受容である1850彼らは、ナウマ

ンの『中欧論』を概して「熱狂的にJ支持したといわれる刷。後にシュトレー

ゼマンは、ナウマンへの追悼文の中で、「戦争中、ナウマンほどオーストリア

で賛美されたドイツの政治家はいなかったjと述べている 187。その際、多くの

支持者が「ドイツ・ナショナルなJ理由から支持した。例えば、フリートユン

クは「貴方は世界大戦による最も成熟した呆実をネイションに送ったのですj

とナウマンに祝辞を述べているが188、この単数形の「ネイション」とは、いま

や一体となって戦争を遂行しているドイツ・ネイションに他ならない。また、

ボヘミア・ドイツ人であるウルマン (Hermann Ullmann) も、ドイツ・ナショ

ナルな立場からナウマンの『中欧論』を歓迎した1890

その一方で、ナウマンの『中欧論jの「スープラナショナルな」側面に対し

て支持したオーストリア人たちもいた。例えば、シュトルパー(GustavStolper) 

は、オーストリアにおける最も熱心なナウマンの宣伝者であったが、彼は、オー

S.245f.u.260f. 

184 vgl. W.Schieder， '‘Einleitung"， S.389. 

185オーストリア・ドイツ人の受容については、 Meyerや Kannの研究を参照。

また、以下の丈献は、第一次大戦中のオーストリア・ドイツ人のドイツ帝国に

対する態度を比較的詳細に検討している。 RichardW. Kapp，“Divided Loyalties: 

The German Reich and Austria-Hungary in Austro-German Discussions of War Aims， 

1914-1916" ， Central European Histoη，voJ.17， 1984， pp.120-139. 

186 Meyer， Mitteleuropa， p.21O.他にも Frolich，a.a.O.， S.262; K加 n，Multinational 

Empire， vol.2， p.246f. 

187 Zit. aus Frolich， a.a.O.， S.262. 

188 ebd.， S.245. 

189 cf. Meyer， Mitteleuropa， p.21O. 
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ストリア・ドイツ人に割り当てられた仲介者としての役割を歓迎し、「中巨大」

が「オーストリアの使命jとなったと主張している190。さらに、オーストリア

社会民主党の中にも、ナウマンの構想を支持した人々がいた。カール・レンナー

がその代表例といえよう 191 注意すべきは、彼らのナウマンに対する「スープ

ラナショナルなj面の支持も、「ドイツ文化Jや「ドイツ性」に対する優越感

が背後に控えている場合が多かった点である。ナウマンの「オーストリア的にJ

考えられた「中欧Jと、オーストリア・ドイツ人のアイデンテイテイや「使命」
感には親和性があったといえるのかもしれない1920

190 ibid.一般的に「オーストリアの使命」とは、ハプスブルク王朝とカトリッ

クの伝統に支えられた、普遍性・超民族性(スープラナショナリティ)にオー

ストリアのアイデンティティを求める考え方である O 但しこの場合にも、ドイ

ツ文化の優越性に対する信念が内包されている場合が多い。また、この理念は

「オーストリア・イデオロギーJfハプスブルクの理念」などと互換的に用い
られる場合がある。村松恵二 f<オーストリア国民〉意識の形成過程 ナショ
ナルな価値と普遍的価値 J日本政治学会編『年報政治学1994年:ナショナリ
ズムの現在/戦後日本の政j台J岩波書底、 1994年、 23-39頁;梶原克彦 fK.v.
シュシユニックと<オーストリアの使命>ー中・東欧の国民国家形成を巡る一

考察 (一)J r法学論叢.1 (京都大学)第151巻第 l号、 2002年、 120-141頁を
参照。なお、ホフマンシュタール (Hugovon HofmannsthaI)は、ナウマンの『中

欧論jに最初は感激したが、次第に「中欧」理念の中に「オーストリアの使命」

を阻害する大ドイツ主義を見出し、距離をとるようになった。 vgl.Jacques Le 

Rider， Mitteleuropa: Auf den Spuren eines Begr.俳s，ubersetzt von Robert Fleck， Wien， 

Deuticke， 1994， S.57-59 (ル・リデー前掲書の独訳であるが、加筆されている). 

191 レンナーは、ナウマンの中欧構想を条件付で支持し、ヒルフアデイングの

批判に対してナウマン擁護の論障を張った。彼は、経済領域の拡大を歓迎し、

また、ロシアとの対抗の見地から、そして、ドイツ文化の優越性の主張から、

中欧構想を支持したのである。レンナーの議論については、河野氏の前掲論文

の他に、 JacquesHannak， Karl Renner und seine Zeit: Versuch einer Biographie， 

Wien， Europa， 1965， S.224-232; Kann， Multirωtional Empire， vol.2， p.252f.; Mark E 

Blum，“Karl Renner as German Chauvinist"， in: idem， The Austro-Marxists 

1890-1918: A Psychobiographical Study， Lexington， Th巴 UniversityPress of 

Kentucky， 1985， pp.169-179 ;オットー・パウアー『オーストリア革命J酒井最
史訳、早稲田大学出版部、 1989年(原著は1923年)、 81頁を参照。

192なお、カトリックの機関紙が『中欧論』に非常に好意的な書評を寄せてい

ることも注目すべきである。 vgI.W.Schieder，“Einleitung"，5.390. 
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以上、非常に大雑把であるが、ドイツ系の人々の受容を概観した。ここで仮

説的に指摘できるのは、批判/支持共に、本稿が指摘したナウマンの『中欧論』

が持つ「ドイツjの両義性を、大体において、その一面から評価する結果となっ

たということである。ナウマンの「中欧jに内在する「ドイツ・ナショナリズ

ム」を認識して、それを批判した者たちは、それに賛成した者と、ナウマンの

「中欧jの理解に関しては大体一致し、他方で、ナウマンの「ドイツ・ナショ

ナリズムの否定」に賛成した者たちは、その批判者たちと「中欧j理解におい

て一致していたのではないだろうか。そして、オーストリア・ドイツ人の両義

的な受容は、オーストリア・ドイツ人のアイデンティティの複雑さと相侠って、

興味深い事例を提供している。

ともあれ、ナウマンの『中欧論』は、多様に読まれながら、“Mitteleuropa"

という言葉をドイツ人の意識に強烈に根付かせていくことになった。

(c)ハンガリー(マジャール人)

以下では、非ドイツ系のナショナリテイ、特にハンガリー(マジャール)人、

チェコ人、ポーランド人の『中欧論』に対する反応を考察する。ナウマンの『中

欧論』は、文字通り“inter-national"な対話を引き起こし、他のネイションのナ

ショナリズムや利害要求と遭遇した。では、「中欧Jという「ドイツ・ナショ

ナリズムの変種」は他のナショナリティにどう受け止められたのであろうか?

経済と防衛の領域に限定した統合はナショナリティの壁を超えうるというナウ

マンの計算はどの程度受け入れられたのであろうか?

ナウマン自身は、将来の「中欧」の範囲と、内部におけるナショナリティの

編成については意図的に言及を殆ど避けていた。しかし、逆にそれ故に、各ナ

ショナリテイのエリート層内で多くの議論が交わされることになった193。その

際、各ナショナリテイの対応は多様であった。それは、各々の経済的・社会的

193主な先行研究では、ナウマンの中欧構想が非ドイツ系ナショナリテイに対

しては一貫して否定的に受容されたことが強調されている。例えば、 Frりlich，

a.a.O.， S.262; W. Schieder，“Einleitung"， S.389; Meyer， Mitteleuropa， pp.206-21O ; 

三宅正樹，前掲「世界政策と中欧理念」、 53頁など。しかし近年の個別研究は、

各ナショナリティの多様な反応を描き出している。参照した研究は以下で個別

に注で挙げる。
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な発展度や、二重君主国の政治に対する関与のあり方、さらに軍事的・地政学

的環境に相違が存在したからである。加えて、ナウマンの構想は経済に非常に

大きな役割を与えていたので、各エリートたちは、独立や自律といった政治的

な包標と並んで、常に自己の経済的な利益も考慮に入れていた。このため、各

自の利害や理念に基づいて、同一ナショナリテイの聞でも多様な反応が生じる

ことになったのである1940

まずハンガリーについて195。以下では、ハンガリーの研究者の成果を参考に

して、ハンガリーにおける『中欧論』の受容を概観する1960

194但し「ドイツの中欧構想jに対する反応といった場合、それがどこまでナ

ウマンの『中欧論』に対するものであるかという問題がある。しかし、その知

名度故に、ナウマン『中欧論』が二重君主国内でドイツの中欧構想の代表格と

見倣されたということは、おそらく妥当する。以下の論述では、出来る限りナ

ウマンの『中欧論』が明示的に挙げられている事例を取り扱う。さらに、ナウ

マン自身の考え・対応も主に注の中で記していく。

195ナウマンは「もしハンガリーが中欧を決断することを拒否したら、中欧は

ほとんど不可能であるJと述べている。彼にとって、ハンガリーは中欧の要石
であり、「ドイツ・ネイションの将来の運命の一部を握っている」のであった。

Werke， Bd.4， S.765. 

196従来多くの研究では、ナウマンの中欧構想がハンガリーでは否定的に受け

取られたことが強調されていた(注193を参照)。また、河野氏の論文に、ハン

ガリーの社会民主党員ヴアルガによる「ドイツとオーストリア=ハンガリーの

関税同盟構想はハンガリーでは全般的に強く拒否されたJ(河野、前掲論文、
188-189頁)という主張が引用されているが、これはヴァル芳、の誇張であり、

以下で見るように、ハンガリ一社会民主党内でも意見は割れていた。これらの

研究とは対照的に、以下の研究は、ナウマンの構想がマジャール人から広範な

支持を受けたと述べている。 cf.Kann， Multinational Empire， vol.2， p.248， 254; 

Hugo Hantsch，“白terr巴ichund MitteleuropaぺBohemia:lahrbuch des Collegium 
Carolium， Bd.6， 1965， S.398. 

上記の諸研究に見られる対照的な評価は、実はハンガリーにおける受容の多

様性と対照性に理由がある。この点については、ハン7ゲリーを中心とした研究

が、かなりの程度明らかにしている。以下ハンガリーについての叙述は、断り

がない限り IstvanDioszegi，“Die Reaktion Vngarns auf die deutschen Mitteleuropa-

Konzeptionen"， in: Plaschka u.a. (Hg.)， a.a.O.， S.63-65に依拠した。ナウマン『中

欧論』のハンガリーでの受容は、デブレツェン大学の KarolyIrinyiによって研
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第一次大戦中のハンガリーにおいて、 ドイツの中欧計画は多くの関心を呼び、

特にナウマンの『中欧論』は非常に大きな反響を引き起こした1970そこでの受

容の特徴は、その多様さと極端さ(完全拒否か全面賛成)にある。

まず指導者たちの見解を見てみよう。ハンガリ一首相ティサ (TiszaIstvan) 

は、 ドイツ帝国との同盟の支持者で、あったが、ハンガリーの自立性と経済利害

を危険にさらすような中欧計画には同意することはできなかった。彼はナウマ

ンに直接こう言っている。「中欧は拡大されたオーストリア (einevergr出serte

臼terreicherei) となるであろう。故に、私はそれを望まないのであるJl980ティ

サは、「中欧jをオーストリアの中央集権主義の復活とみなしたのである199。

それに対して、アンドラーシ(2世) (Andrassy Gyula)は、完全に逆の意見で

あった。彼は、中欧構想、が経済的にも軍事的にも非常に有益なものであると考

えていた。

経済利益集団も分裂した。ハンガリー工業家同盟は、ハンガリー工業の発展

可能性に期待し、「中欧jに賛成したが、逆に農業家たちは「中欧」を拒否す

ることになった200。

経済的・政治的な中欧統合の積極的な支持者は、ヤーシ・オスカール (Jaszi

究されているが、本稿では参照できなかった。上記の Di6szegiの論文はこの

研究に全面的に依拠している。 Karolylrinyi，“A Naumann-fele "Mitteleur6pa'¥ 

tervezet es a magyar politikai kりzvelemeny"(，ナウマンの中欧言十画とハンガリ一

世論J)，Ertekezesek a torteneti tudomanyok korebol，町 sorozat31， Budapest， 1963; 

idem， Mitteleuropatervek es az osztrak-magyar politikai kozgondolkodas (r中欧計画

とオーストリア=ハンガリーの政治思想.1)，Budapest， 1973. 

197 1916年に『中欧論jのハンガリ一語訳が出版されるが、多くの知識人は既

にドイツ語版を読んでいた。

198 Heuss， Naumann， S.376f.この発言の正確な場所と日時は不明。ホイスによる

と、ナウマンとティサは1915年2月以来、何度か協議をしていた。

199政治的にはテイサと対立していたカーロイ・ミハーイ (KarolyiMihaly:独

立党党首で後の革命政権の首班)も、この点では彼と同意見であった。但しカー

ロイは、ドイツとの同盟にも当然断周反対し、二重君主国の解体、並びにハン

ガリーの主権回復を望んでいた。

2ω ハン方、リーの農業家たちは、中欧関税同盟によって、これまで関税によっ

て保護されてきたハンガリーの農作物の価格が維持できないことを恐れた。こ

の反応は、ナウマンの当てが外れたことを示している。
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Oszkar)指導下のブルジョワ急進党であった201。彼らは、 ドイツ人の規律・義

務意識・学問・技術・分業が、ハンガリ一人の模範になると考えた。また、「中

欧」によるナショナリテイ問題の解決も彼らは期待した。中欧同盟が、諸民族

の分離主義ナショナリズムを阻み、二重君主国及びハンガリーを保全すると考

えたのである2020

ハンガリ一社会民主党にも、多くの中欧構想、の支持者が存在していた2030例

えば、党指導者の一人サボー・エルヴイン (SzaboErvin)は、中欧統合がハン

ガリーの社会構造の変革をもたらし、封建的な農民支配を打破することを期待

した。また、党の多くの者たちが、中欧の団結は汎スラヴ主義に対する防壁に

なると見ていた。逆に、中欧に反対した社会民主主義者たちは、「中欧」の中

に汎ゲルマン主義の危険を見出したのである204。

以上のように、ハンガリーにおいてナウマンの中欧構想は、各々の経済的・

内政的・外交的な計算に従って、多様な形で受容されたのである。

(d)チェコ人

次に、チェコ人の対応を考察する205。結論から述べると、たいていのチェコ

201ナウマンの中欧論の影響を受けたヤーシの中欧連邦構想、「ドナウ連邦j構

想については、羽場久梶子「ハンガリー近代における知識人と「民族」ーヤー

シ・オスカールの中欧連邦構想-J羽場編『ロシア革命と東欧J彩流社、 1990
年、 113-138頁を参照。

202さらに彼らは、経済領域の拡大によって、ハンガリーのブルジョワジーが、

労働者と農民の支持を得ながら、半封建的な大土地所有者に対して闘えるよう

になることを期待した。 cf.Leo Valiani， The End 01 Austria-Hungary， trans. from 

Italian (Milano， 1966)， London， Secker & Warburg， 1973， p.131. 

203労働組合の指導者にも支持者は存在した。 cf.ibid.，p.365ι， n.80. 

2似例えば、アーゴシュトン・ペーテル (AgostonPeter)は、中欧国家連合内

ではドイツが「上位国家(Oberstaat) Jとなるであろうと述べている。
205チェコ人については、以下の二つの論文に大幅に依拠した。 TadeuszKopys， 

“Die Haltung der tschechischen und polnischen politischen Eliten zur Mitteleuropa-

Konzeption Friedrich Naumanns"， ubersetzt von Stephan Niedermei巴r，Bohemia， 

Heft41!2， 2000， S.326-342; Jifi Kofalka，“Anpassung oder Widerstand? Zu den 

tschechischen Reaktionen auf di巴deutsch巴Mitteleuropaideevor und nach dem J幼児
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人エリートは「中欧Jに反対した。彼らにとってナウマンの構想は、中央ヨー

ロッパでドイツ経済の優越性を獲得しようとするドイツの権力政治の所産で

あった。しかし、著干の者たちがナウマンの構想に希望を見出し、ナウマンと

協働しようとしたのである。

当時のボヘミアはオーストリア=ハンガリーでは群を抜いて発展していた地

方であり、その経済は君主国内で安定した地位を獲得していた。しかし、もし

中欧という枠組みが成立してしまうと、ドイツ帝国の工業と競合する可能性が

あった。このため中欧構想は、ボヘミア経済を著しく損なうものとして、工業

家たちに拒否された206。

また、パラッキー (FrantiSekPalacky)以来、チェコ人政治家の間では、ハ

プスブルクという枠組が必要であるとする考えが主流であった。そのため、中

欧構想によるドイツ帝国との政治的・経済的結合は、オーストリア=ハンガ

リー内で自らの地位の強化を図るという彼らの狙いとは相容れないものであっ

た。チェコ人政治家たちは、戦争初期においては、大部分がハプスブルク君主

国の維持という路線に忠実であったといえる2070

しかし、戦争が継続するにつれ、一部のチェコ人の間に独立という選択肢が

浮上する。戦争の過程でハプスブルクはドイツ帝国の軍事力に依存するように

なり、この場合、たとえ戦争に勝ったとしても、君主国がドイツの属国に陥る

ことが予想されたからである。これはスラヴ系諸民族にとって、これまで以上

1914"， in : Plaschka u.a. (Hg.)， a.a.O.， S.25-38.但し、両者の結論の強調点は異なっ

ている。チェコ人の反応について、 Koralkaは、「一様に否定的であったわけで

はないJ(S.36)点を強調しているのに対して、 Kopysは、「断固として中欧理
念に反対したJ(S.328) ことを強調している。これは、 Kopysがポーランド人
による受容と対比させて述べていることにもよる。また以下の文献は、ナウマ

ンのチェコ人観を中心に分析しながら、チェコ人の反応についても触れている O

Rudolf Jaworski，“Friedrich Naumann und die Tschechenぺin: Hans Mommsen u.a 
(Hg.)， Der Erste Weltkrieg und die Beziehungen zwischen Tschechen， Slowaken und 

Deutschen， Essen， Klartext， 2001， S.241-254. 

初6中欧構想、を支持したのは若干の大工業の代表者にとどまった。また、金融

業者の中にも、ドイツ帝国の銀行に対する怖れが存在していた。 vgl.Kopys， 

a.a.O.， S.333チェコ人政党では、農業党のみがドイツ帝国との密接な経済的協

働を支持していたという。 vgl.Koralka， a.a.O.， S.28. 

207 Kopys， a.a.O.， S.328 ; Koralka， a目a.O.，S.28f. 
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にドイツ人とマジャール人のヘゲモニー下に陥ることを意味しているように思

われた加。こうなると、チェコ人にとってのハプスブルクの存在意義は失われ

ることになる。そして、マサリク (TomaSG. Masaryk) ら「リアリストJたち

は、オーストリア=ハンガリー解体の必要性を認識し始めるのである加。

他方、チェコ人政治勢力内の(ナショナルな意味で)穏健な集団は、基本的

にハプスブルクの枠組を維持しながら、反チェコ的なドイツ・ナショナリズム

(特にオーストリア・ドイツ人のもの)に対抗するために、 ドイツ帝国のリベ

ラル及び社会民主党を味方につけようと試みていた。その集団には、チェコス

ラヴ社会民主党の指導者シユメラル (BohumirSmeraI)を中心として、多様な

者が属していた2100彼らにとって、ナウマンの「中欧」は考慮に値すべき選択

肢であり、 ドイツ帝国側のパートナーとしてもナウマンは最適な存在であっ

た211。そして、彼らとナウマンは、現実政治上でも協働を試みるのである212。

208事実、チェコ人を省みないドイツ帝国指導部の言動がチェコ人政治家たち

にも認識されていた。 vgl.Ko'fa1ka，a.a.O.， S.30f. 

209林忠行『中欧の分裂と統合:マサリクとチェコスロヴァキア建国j中公新

書、 1993年、 134頁。

210 Ko'falka， a.a.O.， S.32-36.そうした人々として、例えば、保守的な歴史家ゴル

(Jaroslav Goll)や、青年チェコ党で親填的な改良主義者トポルカ (Zdenek

Tobolka)、老チェコ党の長老マテュシュ (KarelMattus)、農業党の政治家で後

のチェコスロヴァキア首相ウドルジャル (FrantisekUdrzal) らがいる。トポル

カとシュメラルについては以下を参照。林忠行「チェコ人「帝国内改革派」の

行動と挫折ーズ、デニェク・トポルカを中心にしてー」羽場久混子編『ロシア革

命と東欧J彩流社、 1990年、 23-42頁;高橋和「社会主義者のジレンマ ボフ
ミール・シュメラルとチェコスロヴァキア独立運動一」前掲書、 43-60頁。

211ナウマンは自身の中欧構想の支持者を得るためにボヘミアやモラヴイアに

も何度か足を運んで、いる。確認できるだけでも、 1915年2月10-19日の二重君

主国への視察でプラハを訪れているし、『中欧論』出版直後の1915年10月24-26

日にプラハ、そして1916年l月26-28日にプラハとブルノを訪れている。

212彼らの求めに応じてナウマンは、ドイツ帝国指導部との接触を図るシュメ

ラルを支援した。シユメラルは、 ドイツ帝国に対するチェコ人の不満を顧慮し

て、プラハのドイツ領事館かウィーンのドイツ大使館からドイツ=チェコ関係

についての意見を提示するよう求めていた。その意を受けて、 1915年4月にナ

ウマンは外務次官のツインマーマン (ArthurZimmermann)に「チェコの社会

民主党がドイツ帝国との接近を望んで、いるjと告げている。しかし、これは在
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しかし、 ドイツ人と交渉の用意があるチェコ人やスロヴァキア人政治家213と、

ドイツ帝国との聞の歩み寄りは、ドイツ帝国側の冷ややかな対処によって挫折

せざるを得なかった2140

ところで、マサリクらチェコ人の亡命政治家たちは、協商国側におけるナウ

マンの『中欧論』のネガテイヴな受容に大いに寄与した2150 1916年10月にマサ

ウィーン大使チルシュキ (H巴inrichvon Tschirsky)によって拒否された。次に

ナウマンは、 ドイツ帝国の著名な新聞にシュメラルの意見を掲載させようと尽

力したが、これも失敗に終わる。結局、彼は1915年7月29日の[放済』に、ド

イツ帝国側の政治集団にチェコ人支援を求めるシユメラルの論説(“Prager

Brief von einem tschechischen Abgeordneten des osterreichischen Reichstags"， Die 

Hi{仏 2l.Jg.l915，Nr.30， S.480-482.)を匿名で掲載した。この論説でシュメラル

は、(スメタナやドヴォルザークなどの)チェコ文化とドイツ文化との相互影

響を引き合いに出しながら、ドイツ帝国のドイツ人とチェコ人との問の文化・

学問における相互理解が経済的・政治的な領域においても生じることを期待

し、これによって、 ドイツ帝国の政治家たちがオーストリアのドイツ・ナショ

ナルな政党に対して緩和的な影響を及ぼすことを期待したのである。(以上は

Ko'falka， a.a.O.， S.33-35.) 

なお、この論説を掲載したことによって、ナウマンは様々な方面から批判を

浴びることになる O 彼はこれに対して、『救済』に「チェコ人とポーランド人j

という論説を出して反論している(“Tschechenund Polen"， Die Hi{丸 2l.Jg.1915，

Nr.31， in: Werke， Bd.4， S.480-484， bes.S.48lf.)。ちなみに、ナウマンの『中巨大詰禽』

にみられる、「中間民族」に対するドイツ帝国のドイツ人の無理解を告発する

部分や、 ドイツ人と協調を試みるチェコ人像は、このときの経験によるものが

大きいと考えられる。

213ナウマンはミラン・ホジャと1915年10月に会っているが、この会合はあま

り実のあるものではなかった。 vgl.Ko'falka， a.a.O.， S.35. 

214ナウマンは1916年 3月にプラハへ赴き、シュメラルやトボルカらと会合を

開いたが、彼らの期待に応えることはできなかった。 D916年のナウマンとの

会合の後、ライヒのドイツ人の助けによって、チェコ問題の防衛についてチス

ライタニアのドイツ人に影響を及ぼすという考えは潰れてしまった」とトボル

カは後に回顧している。 Zit.aus Ko'falka， a.a.O.， S.36. 

215 Meyer， Mitteleuropa， p.4f.， p.215.マサリク自身、おそらくナウマンの著作を

読んだと思われる。彼は、 1916年5月のシートン=ワトソンへの手紙の中で、

ナウマンの『中欧論』を書評した雑誌『ニュー・ステイツマン (NewStates-

man)jが、ナウマンの議論に反論していないことに対して憤慨している。 cf.

R.W. Seton-Watson， Masaη'k in England， Cambridge， Cambridge U.P.， 1943， p.86 

(“Mas訂ykto Seton-Watson"， 3.5.1916) 
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リクは、 R'W'シートン=ワトソンと共に、ロンドンで雑誌『ニュー・ヨー

ロッパ (TheNew Europe)jを創刊したが、これはドイツ支配からの中欧諸民

族の解放を宣伝するものであった216。そして、マサリクが1918年に出版したパ

ンフレット fニュー・ヨーロッパ』は、「中欧j理念を、 ドイツの飽くことな

き「帝国主義Jr汎ゲルマン主義」の表現と捉え、(ナウマンの『中欧論Jと同
様)歴史に遡って、それをドイツ人が持つ本質的な「東方への迫進 (Drang

nach Osten) Jとして描き出している。さらに、彼が唱えた「新しいヨーロッパ」

は、実に「中欧」の対抗理念として提示されたものであった2170

以上をまとめると、チェコ人による中欧構想の受容は概して否定的であった

といえる。但し、第一次大戦中に「チェコ人のナショナル・アイデンテイテイ

とチェコ社会の死活に関わる利害を、中央ヨーロッパにおけるドイツ帝国の権

力政治的・経済的な拡大と一致させることがどれほど可能であるのか、そもそ

もそれは可能であるのかという非常に巨大で困難な問題J218がチェコ人に突き

つけられていたのであり、その際にナウマン的な「中欧jに希望を見出したシュ

216また、 1915年 5月以来フランスで出版された雑誌『ラ・ナシオン・チェッ

ク (LaNation Tcheque) jの1916年12月号の中で、ベネシュは「汎ゲルマン主

義的な中欧の経済的側面」という論説を書き、そこで中欧構想に批判を加えて

いる。 vgl.Kopys，a.a.O.， S.331. 

217 TomaS G. Masaryk， The New Europe: The Slav Standpoint， London， 1918 (For 

Private Circulation).マサリクの念頭にある「中欧」構想は、とりわけフランツ

やラガルドのそれであった (seeppふ9，13-15)。なお、筆者が利用した私家版

『ニュー・ヨーロッパJは、林忠行北海道大学スラブ研究センター教授の所持
なさっていたものを借用させていただきました。同教授に感謝致します。マサ

リクの「新ヨーロッパj構想に関しては、林忠行「チェコスロヴァキア独立運

動の理念 T.G ・マサリックの主張をめぐって J r共産主義と国際政治〔季
刊J.I、第7巻第4号、 1983年、 19-37頁;篠原琢「マサリクと『新しいヨーロッ
パj 主体としての『国民』と『中央ヨーロッパ』の多様性-J北海道大学ス
ラブ研究センター編『地域と地域統合の歴史認識(その3)中欧とバルカン』、

1998年、 1-31頁を参照。さらに、ナウマンの『中欧論』とマサリクの『ニュー・

ヨーロッパ』を、自己と他者に対するステレオタイプ的な認識と歴史認識とい

う観点から比較した興味深い論文として以下のものがある。 ChristianRuhm-

korf，“"Volkswerdung durch Mythos und Geschichte": Die deutsch-slawischen 

Beziehungen bei Friedrich Naumann und T.G.MasarykぺBohemia，Heft4112， 2000， 
S.295-325. 

218 Koralka， a.a.O.， S.33. 
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メラルのような者たちも存在したのである。しかし、このような希望も、戦争

遂行の過程で二重君主国がドイツ帝国に従属していくことによって一一ドイ

ツ帝国による「オーストリアの征服J219一一ー潰えていくのであった。

また、ナウマンの『中欧論j自身も、チェコ人の否定的な態度に寄与したと

いえる O 前述のように、ナウマンの構想は少数民族の自決権を明確に否定した。

そして彼の議論では、ナショナリテイ問題は文化的・言語的な自律性にのみ限

定されている。さらに、彼が思い描く「中欧jは「その中核においてドイツ的J

なものであった。つまり、少数民族側から見ると、ナウマンの構想は、決して

同権を保証するものなどではなく、単にドイツ人による少数民族の待遇の改善

とリベラルな寛大さを説いているものに過ぎなかった。このような議論が、た

とえシユメラルのような一部のチェコ人の意見を採り入れたものだとしても、

チェコ人ナショナリストたちに我慢できるもので、なかったことは確かである。

そして、以上の理由に加えて、経済的な理由からも、中欧構想、は概してチェコ

人の受け入れられるような構想ではなかったのである。

( e )ポーランド人

さて、ポーランド人たちの対応はどうであっただろうか? ナウマン自身は、

『中欧論』やそれ以前の論文では、ポーランド問題について述べることを意識

的に避けようとしていた220。しかし、その一方で、、ポーランド人の「多くの者

は、そのネイシヨンの主要な部分を統一し、 ドナウ君主国内でハンガリー的な

219ヨーゼフ・シュンベーターの言葉。 quot.in Verosta， op.cit.， p.216. 

220例えば、 ドイツ軍によるワルシャワ占拠の臼 0915年8月5日)に出版さ

れた『救済Jに掲載された「チェコ人とポーランド人jという論説では、第一
次大戦中のポーランド人の状況に同情を示しながらも、「たとえ〔戦争問題に

ついて語ることが〕禁止されていなくとも、私はポーランド領域の問題につい

ては何も語らないだろう。なぜなら、この問題は私には難しすぎるからである」

と述べている。さらに、独填両帝国の「中欧Jが成立する以前に、会議王国領
について「あれこれ考える」ことを戒めている。 vgl.“Tschechenund Polen"， 

Die Hilfe， 2I.Jg.1915， Nr.31， in: Werke， Bd.4， S.480-484， bes.S.482f.但し、ポーラ

ンド人が「国民国家 (Nationalstaat)Jを建設することは不可能であるとは断言
している。 vgl.“DieNationalitaten Mitteleuropas"， Die Hi俳， 2I.Jg.1915， Nr.l4， in: 

Werke， Bd.4， S.464-468， bes.S.465-467. 
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自律を得るオーストリア的ポーランド(りsterreichischesPolen) を望んでいるJ

とナウマンは理解していた。さらに、そのようなポーランドの設立が「中欧の

確立への最強の推進力になるということは大いにありうるjとも『中欧論jで

述べている2210そして、 1916年以後、特に1917年からナウマンは一転して積極

的にポーランド問題に関わっていくことになり、「オーストロ・ポーランド的

解決J(r会議王国(コングレフスカ)Jなどロシア領ポーランドのオーストリ
ア=ハンガリーへの編入)の積極的な支持者となっていくのである222。

では、こうしたナウマンの構想に対するポーランド人の態度を見ていくこと

にする223 彼らの反応は、その政治状況も相候って、かなり錯綜していた。

ガリツィアの政治家たちは、ナウマンの構想を「オーストロ・ポーランドJ

221 Werke， Bd.4， S.594f.但し、当該段落内で彼が強調しているのは、「新しいポー

ランドは、先行する中欧の国家条約なしでは殆ど考えることができないjとい

うことである。

222これは東部戦線における中欧列強の軍事的成功によってポーランドをめぐ

る議論が高まったからであり、当初ナウマンはそこに巻き込まれる形で議論に

参加した。そして、 1916年11月の独立ポーランド国家承認に関する独填共同宣

言を機に、ナウマンは積極的にポーランド問題に関して発言をしていくことに

なる。その後、 1917年3月のポーランド視察などを経験しながら、「オースト

ロ・ポーランド的解決Jの明確な支持者となっていくのである。そのような彼
の意見は1917年6月に出版したパンフレット『ポーランドはどうなるか?Jな

どにまとめられている。

以上が『中欧論』以降のナウマンのポーランドに対する態度であるが、ナウ

マンによるポ}ランド問題についての諸論考は、これまでの中欧構想以上に現

実の権力政治に密接に関連したものであった。これについて分析するには、よ

り政治史的な視点、例えば戦況や、独填間外交、ロシア革命などを視野に入れ

ながら、ナウマンの具体的な政治活動、例えばドイツ軍総督ベーゼラ一、宰相

ベートマン=ホルヴェークらとの接触をも考察せねばならない。これらは現在

の筆者の力量をはるかに超える課題である。第一次大戦中のポーランド問題は

それ自体大きなテーマであり、それとナウマンの中欧構想との関係は非常に興

味深いテーマであるが、他日を期したい。以下本稿の叙述は、ポーランド人側

の中欧構想の受容に限定し、必要な限りでナウマンにも注の中で触れていく。

なお、ポーランド問題に関するナウマンの主要な論考は著作集に収められてい

る。 vgl.Werke， Bd.4， S.888-973. 

223 Kopys， a.a.O.， S.334-342.以下ポーランドについての叙述は、断りがない限

り、 Kopysの論文に依拠している。
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的なポーランド問題の解決法に結び付けた。このような志向は、特にポーラン

ド社会民主党を中心にみられる。彼らは、 ドイツやロシアがポーランドに独立

を認めるとは信じていなかった。それ故、オーストリアのみが、ポーランド人

の政治的・経済的な発展の機会を提供すると考えたのである加。しかし、ウィー

ンがポーランド問題の解決を長引かせれば長日|かせるほど、オーストロ・ポー

ランド的解決の支持者の失望は大きくなっていく 2250但し、専ら経済的な観点

から中欧構想を支持したポーランド人経済学者たちも存在した2260

ドイツによって占領された旧ロシア領地域のポーランド人政治家たちは、中

欧構想に合意する傾向があった。例えば、ナウマンの強力な支持者の一人にス

トゥドニツキ (WladyslawStudnicki) という人物がいるが2幻、彼は、政治的な

理由から「中欧Jを支持した。「中欧jが汎スラヴ主義に対する砦を提供し、

ロシアの進出も防ぐと考えたからである。逆に、国民民主党(エンデヅイア)

の亡命指導者たちは、中欧構想をポーランド領域に対するドイツのヘゲモニー

要求とみなして反立すした。そして、 ドモフスキ (RomanDmowski) らは、「中

欧」が、 ドイツ帝国主義の表現であり、 ドイツ人がもっ本質的な「衝動

(Drang)Jであると主張していくのである加。

224オーストロ・ポーランド的計画と中欧構想の支援者には、後の二重君主国

外相アンドラーシ (2世)がいる。彼は、チスライタニアからガリツイアを除

外して、中欧同盟という枠組みの中でポーランド人に自律を与えることを考え

ていた。 vgl.ebd.， S.335. 

225会議王国領の占領(1915年夏)から一年以上経つでも、経済同盟の形成や

ハプスブルク君主国への会議王国領の編入についての決断はなされなかった。

ポーランドをめぐるドイツの思惑、独填関の確執については、さしあたりフイツ

シャーの前掲書が詳しい。

226例えば、ガリツイアの工業家クラウデイシュ・アゲルマン (Klaudiusz

Agerman) は、会議王国における繊維産業と農業の発展のチャンスを中欧計画

の中に見出していた。また、ゾフイア・ダシンスカ=ゴリンスカ (Zofia

Daszyiiska-Goliiiska) は、ポーランド農業が中欧に加盟することによって利益

を得ることができると考えていたO 他にも、雑誌『ノヴァ・レフォルマ

(N，仰vaReforma) jは、ナウマンの計画を「あらゆる種類の経済的な疾患に対

する薬」と評価している。

227彼は、戦前は国民民主党と近く、 1914年以降ポーランド独立を宣伝してい

た人物である。しかし、 ドイツ軍によるワルシャワ占拠後、ナウマンの計画を

支持するようになった。

228 cf. HenηCord Meyer， Drang nach Osten: Fortunes of a Slogan-concept in 
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ともあれ、ブレスト=リトフスク条約の署名まで、「中欧」の支持者はポー

ランド人たちの問にかなり存在していた。その最大の動機は、ポーランドがロ

シアに委ねられてはならないという確信であった2290 しかし、ブレスト=リト

フスクによってポーランド問題の解決は完全に遠のき、ポーランドの政治家た

ちはドイツに対する幻想から離れていくことになるおO。

以上、非ドイツ系ナショナリテイの受容を概観した。

「中欧Jという空間に含みこまれたナショナリティは、当然「中欧jについ

て多くの議論を交わすことになった。そこに見られる反応の多様性の理由は、

各々の経済的・社会的発展度、二重君主国の政治に対する関与のあり方、軍事

的・地政学的要因に相違が存在するからであり 231、そこから各自の判断で「中

Gennan-Slavic Relations， 1849-1990， Bern， Peter Lang， 1996， p.113f. (以下Meyer，

Drang nach Ostenと略).大戦中のドモフスキについては以下を参照。川名隆

史[ロマン・ドモフスキの野望j羽場編、前掲書、 97-112頁。

229ベルリンで『ポーランド新聞 (PolnischeBlatter).1を編集していたフェルド

マン (Wi¥helmFe¥dman) は、経済的な観点からポーランドとロシアとの結合

を拒否している。このフェルドマンがナウマンをポーランド問題へ導いた人物

である。彼の求めに応じて、ナウマンは当惑しながらも1916年 l月の『ポーラ

ンド広報』に「我々とポーランド人」という論説を執筆するのである。 vgl.

“Wir und Polen"， Polnische Blatter， Neujahrsnummer， 1916， in: Werke， Bd.4， 

S.888-893ブレスト=リトフスクの講和後、フェルドマンは憤慨して『新しい

ポーランド分割に対して:フリードリヒ・ナウマン氏への公開書簡』を出版し、

ナウマンはそれに「ポーランドの未来 ?Jという論説で返答している。 vgl.
“Po¥nische Zukunft?"， Die Hi{丸 24.Jg.¥9¥8，Nr.9， in: Werke， Bd.4， S.967-973.以下

も参照。 Meyer，Mitteleuropa， pp.269-271; W.Schieder，“Ein¥eitung"， S.394-398 

230但し、それでも若干の者たちがナウマンの計画に希望をつないでいた。例

えば、オーバーシュレージエン出身のキリスト教民主派ナピエラルスキ

(Adam Napiera¥ski) は、ナウマンの計画にポーランド人の経済発展のための

好機を見出し、彼の中欧構想、を宣伝していた。 vgl.Kopys， a.a.O.， S.336f. 

231例えば、ハンガリーのマジャール人は、アウスグライヒによって既に君主

国内で一定の自律を獲得しており、その視点から政治家たちは「中欧」を考慮

した。チェコ人たちは、自己の「ナショナルなもの」と中央ヨーロッパにおけ

るドイツ帝国の権力政治的・経済的な優越性とをどう調和させうるかという視

点で「中欧」を考慮した。ポーランド人たちは、自己の宿願であるネイション

の統一と、独填露に挟まれた地政学的条件とをどう和解させるかという視点で、
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欧」と向き合ったからである。その際、ナウマンの『中欧論』の暖昧さが、議

論の多様性に拍車をかけたように思われる。

とはいえ、多くの非ドイツ系ナショナリティの人々が、当然のことながら、

「中欧jに潜むドイツ・ナショナリズムに敏感に反応し、反発した。しかし、

それでも、統合を経済と防衛232の領域に限定すればナショナリテイの壁を超え

うるというナウマンの計算が、相当数の者を惹き付けることができたのは、注

目に値するだろう。

第三節小括

以上本章では、ナウマン『中欧論』の反響の理由と諸相を検討した。

『中欧論』に対する反響は、その成立同様、戦争に結びついたものであった。

その商業的成功は、他にも要因があるにせよ、ドイツ帝国内の(そして、ある

程度は二重君主国内の)r戦争目的J論争抜きには考えられない。そして、ナ
ウマンの『中欧論』は、多様な読み方が可能なテクストであり、多様な人々が

各自の夢や希望を投影することができるものであった233。本章で示したように、

ナウマンの「中欧jの支持者には、 ドイツ・ナショナリストからハンガリーの

社会民主主義者にまで至ったのである。

但し、当然そこで各自が思い描く「中欧j像は異なる。ナウマンの「中欧J

は(少なくとも言説の上では)rドイツ・ナショナリズムの否定」を伴うもの
であった。それ故、全ドイツ派は激しく罵倒し、シュメラルらチェコ人の少数

派は、オーストリア・ドイツ人のドイツ・ナショナリズムを牽制する手段とし

て、ナウマンの構想に期待をかけたのである。また、ナウマンの「中欧」は、

「中欧」を眺めた。

232この点で重要なのは、ロシアの存在であろう。ドイツとロシアという強固

に挟まれたナショナリテイは、常にこの二国の存在を計算に入れる必要があっ

た。そして、ポーランド人(特に旧ロシア領のポーランド人)とチェコ人の「中

欧Jに対する反応の違いは、この二国のどちらを脅威と捉えるかの違いであっ
たとも言える。

m ここでは「夢Jと表現したが、特に非ドイツ系の人々にとっては、その前
提としてドイツとロシアという強大な権力が隣に控えているのであり、その過

酷な状況から導き出された選択肢のーっとして、ナウマンの「中欧Jが考慮に
値するものであったという場合が殆どであることを忘れるべきではない。
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あくまで「ドイツの権力」を維持しようとする発想から出発したものであり、

「ドイツ・ナショナリズムの変種」であった。それ故、 ドイツ人の多くは支持

し、オーストリア・ドイツ人は「熱狂jし、非ドイツ系のナショナリティはそ

こに「汎ドイツ主義Jや「ドイツ帝国主義」を嘆ぎ取ったのである。このよう

に、反響それ自体が、ナウマンの中欧構想の両義性を際立たせているのである。

さて、このナウマンの『中欧論』を中心とした第一次大戦期の議論が、「中

欧jという言葉を人口に騰笑させ、さらに、それに多様なコノテーションを付

与していくことになった。例えば、マサリクたちによる、「中欧J= r汎ゲル
マン主義J=ドイツ人の「東方への迫進」という等式は、後々に至るまで影響

力を持つことになるお4。他方で、「中欧」という言葉にユートピアを見出した

ドイツ人も多数存在した。このように、第一次大戦期の議論で顕在化した「中

欧jの両義性・多義性が、 20世紀の「中欧」をめぐる議論の基調となったといっ

ても過言ではない。

また、それに関連することであるが、この第一次大戦期の議論がドイツのナ

ショナル・アイデンティテイに与えた影響も大きく、多様であったといえる。

例えば、戦争の遂行と共に、上記の議論などを通じて、ドイツ帝国のドイツ人

にオーストリア・ドイツ人との一体惑が認識され、加えて、「広く東方に散在

する多くのドイツ語系住民の離れ小島が、いわば新たに発見されたJ235。これ

は、戦間期における「フェルキッシュな」ドイツ・ナショナリズムの序曲とな

る。さらに「中欧J理念は、 ドイツ人の中央ヨーロッパにおける「使命」を認

識させることにもつながった。以上のことは、大戦以前には閉ざされがちであっ

た中央ヨーロッパへのリージョナルな視線が、 ドイツ人に再び聞かれたことを

意味する236。そして、この点について、ナウマンの『中欧論Jが与えた影響は

絶大なものであったといえよう。

出 cf.Meyer， Drang nach Osten， p.116f. 

お5Conze， Die deutsche Nation， S.103f.コンツェは、中欧理念と共に、東部戦線

におけるドイツ兵士の体験を重視するO

236 cf. Meyer， Mitteleuropaこの点に関する最近の興味深い研究として、 Robert

L. Nelson， .“ Unsere Frage ist der Osten': Representations of the Occupied East in 
German Soldier Newspapers， 1914-1918"， Zeitschr併ftirOstmitteleuropa-Forschung， 

Bd.51， 2002， S.500-528. 
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おわりに

「政治的な理念としての中欧は、 1918年に軍事的敗北と共に潰え去った。

しかし、それは違った形で戦後も影響を及ぼし続けたのである。j237

「中欧」の成否は、既に戦争中に多大な障害にぶつかっていたにせよ、最終

的には戦争の勝敗にかかっていた。この点はナウマンも自覚していた238。戦争

に負けてしまっては中欧も何もない。しかし、 1918年10月にオーストリア=ハ

ンガリーは解体を始め、ドイツ帝国も革命の嵐の中、11月118にコンピエーニユ

において連合軍と休戦協定を締結する。ドイツは敗れたのであった。戦争中に

様々な失望と落胆を味わいながらも、ナウマンは粘り強く自己の「中欧jを宣

伝し続けた。しかし、 10月6日には「トルコ、ブルガリア、東方諸国、中欧、

帝国主義、全てが突然溶解してしまった」と述べるしかなかった却。

ナウマンは1918年のクリスマスイヴに、「中欧」に公式に「別れ」を告げる

論説を発表する240。戦争の終結によって「中欧全体が、拡大されたバルカン半

島の如く粉々になってしまったjのであり、「中欧という政治的な組織の構想、

も消滅してしまったんしかし、ここでナウマンは、自身の中欧構想が「決し

て戦争連合や攻撃連合(Kriegs-oder Angriffsbund) として考えられたものでは

ない」ということを強調し、とりわけ協商国側の非難に対して最後の反論を試

みている。「中欧は、ナショナリティ闘争の緩和と経済的な繁栄のための、超

国家的な組織 (uberstaatlicherOrganismus)として意図されたものであったのだ」

と。そして、「中欧の理念によって、地方や言語の境界を超えて、一つの友愛

の連合 (einFreundschaftsbund)が生じていたのだ」と。 (S.974-976.)

しかも、ナウマンにとって、これは中欧への永訣ではなく、「暫しの別れ

(“Vorl証UfigerAbschied") Jであった。彼はこう述べる。

237 Conze， Die deutsche Nation， S.103. 

238“Kriegschronik"， in: Werke， Bd.4， S.461. 

239 Heuss， Naumann， S.428f. 

240“Vorlaufiger Abschied'¥ Mitteleuropa， 2.1g.1918， Nr.52， in: Werke， Bd.4， 

S.974-977.以下、本文中に Werke，Bd.4の該当ページ数を( )内に記す。な

お、中欧構想普及のために創られた『中欧』という雑誌は、この号をもって廃

刊となった。
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「いまや全てが失われてしまったのか? この疑問に対する答えは、中欧が

恋意的な計画であったのか、必然的な計画であったのかという問題に依存し

よう。恐意的かっ人工的なものでしかなかったならば、現在の重圧の下で救

いようもなく深みに沈んでいくだろう。しかし、地理的・経済的・心理的な

前提条件に対する純粋でザッハリヒな認識から生じたものであるならば、こ

の最大の不幸によっても、それは全く否定されえない。つまり、中欧に暮ら

している各ナショナリテイが相互に依存し合い、もはや永遠に分かたれるこ

となく暮らしていくだろうという認識が正しければ。そして、チェコ人、マ

ジャール人、ユーゴスラヴイア人 (Sudslawen)の技術的・経済的な文化が、

ドイツ的な生活 (dasdeutsche Leben) との持続的な交流の中に存在するとい

う認識が正しければ、この自然な諸関係がいつかまた再び自ずと表面に現れ

るであろう。J(S.976.) 

以上のような確信を、敗戦しでもなおナウマンは持っていた。そして、彼は予

言する。

「おそらくは次の十年、もしくはもっと長きにわたって、ドイツ人と、東や

南の隣人たちとの聞に非常に多くの摩擦が生じ、多くの好ましからざる闘争

の叫びが二重言語地域で耳にされるであろう。しかし、人類が交通・通信技

術によって、より近くに寄り添い合えば寄り添い合うほど、中欧人同士の境

界争いはより少なくなるだろうし、協調と配慮がより認識されるようになる

であろう〔…)J(ebd.) 

ナウマンは、さしあたり中欧の夢を敗戦によって断念せざるを得なかった。

しかし、彼は一つの[慰めJを見出している。それは、ハプスブルク解体後の

残部オーストリアのドイツへの「アンシュルス」であった。中欧に暫しの別れ

を告げたその同じ文章の中で、ナウマンはアンシュルスについて語っている。

「我々は国家的な力を失ったが、ナショナルな充溢は得るのだJ。そして、「エ

ルンスト・モーリッツ・アルントが歌った広大なドイツ、 1848年にフランクフ

ルトのパウロ教会で告知されていた広大なドイツが我々の眼前に示されるので

ある」と (S.977.)。以後ナウマンは、アンシュルスの熱心な支持者となる。

ナウマンは、 1919年3月、新共和国の憲法起草委員会に「人民に理解される
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基本権試案Jを提示するが241、その自由主義と社会主義を和解させようとする

試みの中で垣間見られるのは、中欧の夢の残浮とアンシュルスへの願望と、透

るドイツ・ナショナリズムであった2420

さて、ナウマンの予言の前半部は、残念ながら、おそらくは彼の予想を超え

た形で的中した。ナウマンが「慰めjと呼んだ「ナショナルな充溢jはサン=

ジ、エルマン条約によって禁じられた。そして、「後継諸国家Jに取り残された

ドイツ人たちは、むしろそのナショナルな「自覚jを経験し、「政治化Jして

いくことになる。さらに、 ドイツ国内のドイツ人も、第一次大戦の経験によっ

て、広く東方に散在するドイツ人を改めて「発見Jし、政治的なネイションと

して彼らとの連帯感を強めていく 243。もはや経済力にアイデンテイテイの基盤

を求めることが困難になったドイツ・ネイションは、より「フェルキッシュ」

な方向へと傾斜していき、中央ヨーロッパにおける「摩擦」は激化した。その

摩擦に乗じて、ナチズムが中央ヨーロッパに政麗し始める。

1939年の時点で『危機の20年Jを書いたE.H・カーは、その最終章で、rr中
欧論』によってナウマンは、自決権の原理を唱えたウッドロー・ウィルソンよ

りも信頼の置ける予言者であることが証明された。 1918年の勝利者たちは、ま

すます広大な〔政治的・経済的〕単位が要求された時代に、政治的・経済的な

分裂の原理を追求し続けたために、中央ヨーロッパで『平和を喪失した.IJと

述べている2440

241 “Versuch volksverstandlicher Grundrechte'¥in: Werke， Bd.2， S.573-579.この試

案は、「倫理的、教育的色彩を強く帯びるもの」であり、「法学的精密性を欠く

ものであった」が、「次第に憲法委員会のメンバーに影響を与えて行ったJ(山
下、前掲「フリードリッヒ・ナウマンの基本権草案」、 136-139頁)。

242 r第36条第 l項:我々は交通・通信の時代に生きている。〔…〕第39条第 l
項:外国語を使用する民族 (Volksteilen)は、その民族の発展と、母語の使用

を妨げられではならない〔…〕第3項:我々との合邦を望む全てのドイツ人地

域は歓迎される〔…〕第5項:ドイツ、世界に冠たるドイツ…)J
243 vgl. Conze， Die deutsche Nation， S.1 03-114. 

244 E.H. Carr， The Twenty Year's Crisis: An Introduction to the Study o/Intemational 

Relations， with a New Introduction by Michael COX， LondonINew York， Palgrave， 

2001， p.21If.この引用は、カーとナウマンとの問に存在する歴史観、国際情勢

認識、さらにはその処方婆に関する志向の親和性の表れと言えよう。例えば、
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ナウマンが恐れたとおり、中央ヨーロッパに様々なナショナリズムが吹き荒

れる中で、ナチズムは、ナウマンたちが築いた共和国を破壊し、中央ヨーロッ

パに対して未曾有の暴力的な「解決jを実行していくことになった。しかし、

ナチスを支持した人々の中には、ヒトラーが唱えた「新秩序Jの中に、自身の

「中欧Jという夢一一それはナウマンが普及させたものである一一の実現を

見出した者たちがいたかもしれないのである O

ナウマンの「中欧」理念は、ドイツ・ネイションの危機の時代に登場した、

それまでのナショナリズムの否定をも伴うドイツ・ナショナリズムの一変種と

いえるものであった。そこでは「中欧」は、自己と他者の聞を揺れ動く、「我々j

と「あなたたち」が重層的に組み合わされたリージョナルな秩序として提起さ

れ、それ故に、国民国家システムに対するオルタナテイヴ、スープラナショナ

ルなユートピアの性格を帯びている。カーに限らず、現代においても「中欧J

に憧僚を抱く者が絶えることはないのはそのためである。

しかし、そうした概念・言説の背後に、実は権力とナショナリズムの問題が

牢固として控えていることは本稿で指摘した通りである。ナウマンの「中欧J

カーの fナショナリズムとその超克Jの以下の部分を参照せよ。
f(第二次大戦後の世界の形態に関して〕二つの否定的な予言が、幾分かの確

かさを持って主張できる。我々は、 20の「独立した主権国家Jから成るヨーロッ
パや、 60以上の「独立した主権国家」から成る世界を再び見ることはないであ

ろう〔…〕。また、人類的な事柄や運命に対して超越的な統制力を行使する、

最終的な政治的・経済的権力の貯蔵所としての単一の世界権威も、我々の時代

には見ることはないであろう。前途の見通しは〔それらの聞の〕一つの妥協で

ある〔…)0(…〕世界は、主にそこに権力が集中することが予測される若干の

巨大なマルチナショナルな単位 (afew great multinational units)の出現に適応

しなければならないだろう。〔…〕経済的には、ドイツの地政学者によって発

明された「広域国(Gros町aum)Jというタームが最も適当であるように思える。」

(E.H. Carr， Nationalism and after， London， Macmillan， 1945， p.51f.) 

以上の文章は、時代の違いを無視すれば、ナウマンの展望と酷似している。さ

らに、『平和の条件.1(1942年)に見られるようなカーのユートピアとは「戦時

下の統制経済と地域主義を基礎にした社会主義の建設J(酒井哲哉「戦後外交
論における理想主義と現実主義Jr国際問題』第432号、 1996年、 30頁)であっ
たが、このようなユートピアも、ナウマンの構想とほぼ軌をーにするものであ

ると言える。
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は、いかにそれがユートピアを示唆していようと、戦争という究極的な権力政

治過程の存在を抜きにしては語れない。さらに、ナウマンの「中欧」の出発点

は、あくまでも「ドイツの権力Jを維持・拡大しようとするナショナリズム的

発想なのである。このことは、「中欧jをめぐるいかなる議論においても忘れ

られるべきではないだろう 2450

さらに、本稿が示唆したように、ドイツ・ナショナリズムと中央ヨーロッパ

との関係は、ナウマンの『中欧論』も含め、当然より多様なものでありうる。

中央ヨーロッパに存在する他のネイションが完全に他者として表象される場合

も、あるいは中央ヨーロッパ全体を自己とみなす言説もありえよう。そして、

実にそのような多様性こそが、「ドイツjと「中欧」をめぐる議論には付きま

とい、 ドイツのナショナル・アイデンテイティを規定してきたと言えるのでは

ないだろうか。

その点から言えば、ドイツ・ナショナリズムを、専らナチズムの前史として

のみ捉える見方、もしくは、「西欧」的ナショナリズムとのみ比較する見方、

さらには、 1871年のドイツ帝国に規定された小ドイツ的視座・国民国家中心的

視座からのみ捉える見方は、未だ不十分で、あったといわざるを得ない246。中央

ヨーロッパ的な視庭、「中欧」理念という視座からドイツ・ナショナリズムの

歴史を考察する必要があること、また、そうした視座によってのみ、ドイツ・

ナショナリズムの重層性を見据えることが出来ることは今や明らかであろう 247。

245 リージョナルな概念・言説の問題に関しては、丸川哲史『リージョナリズ

ム.1(岩波書庖、 2003年)が非常に示唆に富む。

246そうした研究は枚挙に暇がないが、特に比較ナショナリズム研究に顕著で、

あるといえる。一例を挙げれば、グリーンフェルドの大著は五つのナショナリ

ズムの形成を検討したものであるが、そのドイツ・ナショナリズム分析は、ナ

チズム宿命論の典型である。 cf.LiahGreenfeld， Nationalism:・FiveRoads ωMo 

demity， Cambridge， Mass.， Harvard U.P.， 1992， Ch.4， pp.275-395. 

小ドイツ的・国民国家中心的視座からの転換の必要性を、早くから提唱して

きたのはシーハンである。 cf.James J. Sheehan，“What is German History? 

Reflections on the Role of the Nation in German History and Historiography"， Joumal 

01 Modem Histoη， vo1.53， no.l， 1981， pp.I-23. 

247歴史家ランゲヴイーシェは、主に19世紀史を念頭に置きながら、「中欧的視

座 (mitteleuropaischePerspektive) Jからドイツ・ネイションの歴史を研究する
必要性を主張している o vgl. Dieter Langewiesche， Nation， Nationalismus， Na-
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*本稿は、平成15年度に北海道大学大学院法学研究科に提出した修士論文を圧

縮し、補筆したものである。なお、補筆にあたっては、平成16年度財団法人北

海道大学クラーク記念財団博士後期課程在学生研究助成による研究成果を取り

入れている。

tionalstaat in Deutschland und Europa， Munchen， C.H.Beck， 2000， 5.176 u. passim. 
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